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常勤 短時間
定型・
補助職

専門・
経験職

庶務係 4 4

地域支援係 9 9

統計係 14 14

市町村交流担当 1 1 2

協働推進係 3 3

国際担当 2 1 3

生活安全担当 2 1 2 19 24

地域センター（13ヵ所） 104 1 3 1 109

小　計 139 1 6 3 19 168

戸籍届出係 16 1 17

住民異動係 24 7 31

証明交付係 9 1 10 16 36

担任主査 1 1

小　計 50 1 11 23 0 85

管理係 3 3

商店街支援係 5 5

中小企業支援係 9 1 14 24

創業支援担当 1 1

産業活性化担当 6 8 14

消費者センター 2 1 1 6 10

小　計 26 1 1 1 28 57

215 3 18 27 47 310

7 0 0 0 0 7

222 3 18 27 47 317

※商業・ものづくり課中小企業支援係は品川ビジネスクラブ派遣２名を含む。
※管理職（部長・課長）は品川ビジネスクラブ派遣１名を含む。
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■歳入 （単位：千円）

令和２年度当初 平成３1年度当初 平成31年度最終
当初比較
（伸び率％）

令和2当初・3１最終
比較（伸び率％）

地域活動課 333,897 110,343 110,343 202.6 202.6

戸籍住民課 321,103 270,627 270,627 18.7 18.7

商業・
ものづくり課

574,164 718,430 1,192,435 △ 20.1 △ 51.8

一般会計　合計 1,229,164 1,099,400 1,573,405 11.8 △ 21.9

■歳出 （単位：千円）

令和２年度当初
（補正予算含む）

平成３1年度当初 平成31年度最終
当初比較
（伸び率％）

令和2当初・3１最終
比較（伸び率％）

地域活動課 1,898,713 1,780,597 1,780,597 6.6 6.6

戸籍住民課 651,188 607,741 607,741 7.1 7.1

商業・
ものづくり課

2,788,106 2,503,469 2,766,605 11.4 0.8

一般会計　合計 5,338,007 4,891,807 5,154,943 9.1 3.6

令和２年4月1日現在

令和２年度当初予算一覧表
地 域 振 興 部



■主要施策 （単位：千円）

地域振興経費 281,871

協働推進経費 20,733

地域住民と外国人との交流促進 10,684

歩行喫煙防止推進経費 112,470

国勢調査 234,835

戸籍住民課 戸籍事務費 305,852

雇用確保支援事業 85,209

産業活性化推進事業 32,892

競争力強化支援事業 73,095

企業連携推進事業 31,693

商店街振興事業 46,882

商店街国際化推進事業 15,600

令和２年度予算の主な施策

地域活動課

地 域 振 興 部

商業・ものづくり課



１. 地 域 活 動 課
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事 務 分 掌

 １  部の予算、決算および会計の総括に関すること 

 ２  部の人事に関すること 

 ３  部の事業の進行管理に関すること 

 ４  部内他課との連絡調整に関すること 

 ５  区民保養事業に関すること 

 ６  品川区社会を明るくする運動に関すること 

 ７ しながわ発見出会い事業に関すること 

８ 部内の他課、係に属しないこと 

１ 地域事業の実施に関すること 

２ 町会、自治会等の活動に対する助成その他の支援に関すること 

３ 町会、自治会における個別の地域課題に係る調整および相談に関すること

４ 区政協力委員会に関すること 

５ 地域情報に関すること 

6 地域センターに関すること 

７ 区民集会所および区民センターに関すること 

８ 青少年対策地区委員会に関すること 

１ 統計調査に関すること

２ 統計書作成および統計資料の分析に関すること

１ 山北町との交流事業に関すること

２ 早川町との交流事業に関すること

３ 交流都市連携事業に関すること

統 計 係 

庶 務 係 

地域支援係 

市町村交流担当 
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１ 区民との協働の推進に関すること 

２ ボランティア、地域団体およびＮＰＯ等の活動の支援に関すること 

３ 地域相互支援活動に関すること 

１ 国際交流事業の推進および調整に関すること 

２ 公益財団法人品川区国際友好協会との連絡調整に関すること 

３ 国際化の推進に関すること 

１ 区民の生活安全に係る意識の啓発および活動の支援に関すること 

２ 歩行喫煙等および客引き行為等の防止に係る指導、啓発等に関すること 

３ 生活安全協議会に関すること 

１ 地域事務………地域に関する次に掲げる事項 

 ア 地域活動の推進および援助に関すること 

 イ 地域情報の提供に関すること 

 ウ 町会および自治会に関すること 

 エ 区政協力委員会に関すること 

 オ 青少年の健全育成に関すること 

 カ 地区防災に関すること 

 キ 区民まつりに関すること 

 ク 地域相互支援活動に関すること 

 ケ 地域の美化推進に関すること 

 コ 区政案内に関すること 

協働推進係 

国際担当 

生活安全担当 

地域センター
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２ 窓口事務………窓口で取り扱う次に掲げる事項 

 ア 住民基本台帳に係る諸証明に関すること 

 イ 印鑑登録の証明に関すること 

 ウ 戸籍の謄本、抄本等の交付に関すること 

 エ 特別区民税および都民税の納課税証明に関すること 

 オ 特別区民税、都民税および軽自動車税の徴収事務に関すること 

 カ 国民健康保険、介護保険および後期高齢者医療の徴収事務に関するこ 

 と 

 キ り災証明書の発行に関すること 

 ク 有償刊行物の販売に関すること 

 ケ 飼い犬の登録および狂犬病予防注射済票の交付に関すること 

 コ 区民集会所の使用承認および維持管理に関すること 

 サ その他区長が適当と認めた事項 

３ 上記のもののほか、品川第一地域センター、大崎第一地域センター、 

 大井第一地域センター、荏原第一地域センター、荏原第四地域センター 

 および八潮地域センターは、窓口事務として次の事項を所掌する。 

 ア 住民基本台帳に係る諸届に関すること 

イ 印鑑の登録に関すること 

ウ 国民健康保険、国民年金および介護保険の申請、諸届等の受付に関す 

ること 

 エ 母子健康手帳の交付に関すること 
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他課との連携事業

１．区民保養所事業 

① 学務課「校外施設」と連携 

区民保養施設として運営している光林荘の優先利用を学務課と調整する。 

２．区政協力委員会 

  関係課と連携して、区民要望等の把握や区政の情報提供を行っている。 

３．地域振興事業 

 ①  地域センター管内別区施設連絡会 

地域センター管内別区施設連絡会を開き、各地域センターごとに管内にある区の施

設・事業所と事業日程等の連絡調整を行っている。 

  ② 地域課題の自主的解決 

  町会・自治会から相談を受けた地域課題について、関係課および関係機関との連絡

調整を行い、連携して問題解決を図る。 

４．青少年健全育成事業 

① 青少年対策地区委員会事業 

   青少年健全育成のため、13 地区の青少年対策地区委員会持ち回りで早川町との交

流事業を実施している。また、青少年問題協議会に委員を選出し、各種冊子の作成等

に協力している。 

② 中学生の主張大会 

中学校・義務教育学校と連携して、中学生の参加・司会を含めた事業運営を行って

いる。 

５．水と緑の市町村との交流事業 

① 防災課「防災協定」と連携 

   市町村交流先である「神奈川県山北町」「山梨県早川町」と災害時相互支援協定を 

締結。 

② 高齢者地域支援課「高齢者クラブ等支援事業」と連携 

品川区高齢者クラブ連合会と早川町敬老会とのグラウンドゴルフ等による交流を実
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施。同じく、山北町敬老会と「小菊づくり」を介した交流を実施。 

③ スポーツ推進課「スポーツ交流事業」と連携 

品川区スポーツ協会を通し、交流先の山北町「丹沢湖マラソン」へ選手団を派遣。 

６．協働推進事業 

① 協働事業の推進 

    地域貢献団体の事業内容に応じて、関係課と連携し事業の推進を図っていく。 

 ② 区民活動の情報サイト（しながわすまいるネット）の運用 

各所管課の区民活動に関する情報を掲載している。 

 ③ 協働推進施設の運営 

文化観光課のこみゅにてぃぷらざ八潮（区民活動交流施設）２階において、協働推

進施設として公益活動団体の拠点室や交流スペースを運用している。 

７．支え愛活動 

① 高年者懇談会 

    社会福祉協議会、民生委員協議会と連携して、高年者懇談会を開催している。 

 ② 支え愛・ほっとステーション事業 

    福祉計画課と連携し、支え愛・ほっとステーション事業を行っている。 

８．国際交流推進事業 

① 地域住民と外国人との交流促進 

  関係課と連携し、外国人と地域が交流できるような環境づくりをおこなっていく。 

９．生活安全推進事業 

① わんぱくパトロール事業 

    わんぱくパトロール隊員（小学 4～6 年生）の選出を、教育委員会（指導課）を通

じて各学校に依頼している。 

② 児童見守りシステム運営費 

    児童の加入・「まもるっち」の使用指導・ＰＴＡの協力等について教育委員会（庶務

課）と連携し、システムの運用管理を行い、子どもの安全確保に努めている。 
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１０．歩行喫煙防止推進事業 

① 歩行喫煙禁止啓発活動 

    「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」における喫煙所の設置・移設・撤去および路

面表示板の設置等について、土木管理課・道路課と連携し、事業を行っている。 
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事 務 事 業 

１ 区民保養所事業 

◆ 予算額  ２４６，６９４千円 

        ①品川荘           ７，６８４千円 

        ②光林荘         ２０８，５４７千円 

        ③宿泊費補助        ３０，４６３千円 

◆ 目 的  区民の保養と健康増進を図る。 

◆ 内 容 

（１）品川荘・光林荘 

  ①平成２４年４月から民間貸付方式に移行し、区民サービスの向上と効率的な運営 

を目指す。 

  ②区民負担軽減のため、宿泊費助成を行う。 

  ③施設の維持管理や大規模修繕に関しては、区が費用を負担する。 

■運営事業者 

平成２４年４月から東京ケータリング株式会社が運営する。 

■施設の概要 

【品川荘】 

○所在地：静岡県伊東市広野一丁目３番17号 

○室 数：１５室（和室１４室・洋室１室） 

○定 員：７３名（１室：和室５名・洋室３名） 

○総延床面積：２,０６６.００７㎡. 

○構 造：鉄筋コンクリート造、地上４階地下１階 

【光林荘（旧日光林間学園）】 

○所在地：栃木県日光市細尾町６７６番１ 

○室 数：Aタイプ（トイレ有）１４室 

     B タイプ（トイレ無）２８室 

○定 員：１６８名（１室４名） 

○総延床面積：６,４０７.４３２㎡. 

○構 造：鉄筋コンクリート造３階建、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 

Ⅰ 庶務係 



- 8 -

■利用料金 （区民＝区内在住・在勤・在学の方） 

※１泊２食付き・１室２名以上の場合 

 ・光林荘Bタイプ（室内トイレ無）は、上記料金から５５０円減額。 

・１室１名利用の場合は2,２００円の割増。 

ただし、品川荘については、６月・９月の平日・休日利用時は割増なし。 

 ・品川荘は入湯税１５０円（６才以上）。 

 ・区民料金は、宿泊費補助（大人３,６００円、子ども2,５００円など）を差し引いた

金額。 

■宿泊費補助 

◆ 予算額  ３０，４６３千円 

・区民に対して大人３,６００円、子ども2,５００円の宿泊費補助を行う。 

・７０歳以上の高齢者、障害者（区内在住）及びその介護者（住所問わず）、要介護

高齢者の家族介護者、及び乳幼児同伴利用の保護者に対しては、さらに１,０００

円の補助を上乗せする。 

■繁忙期 （令和元年度） 

 品 川 荘 光 林 荘 

ゴールデンウィーク 4/2７（土）～ 5/5（日） 

夏 期 ７/２0（土）～ ８/２４（土） 8/1１（日）～ 1６（金） 

紅葉シーズン  10/１９（土）、2６（土） 

11/１（金）～ 3（日） 

年 末 年 始 12/2８（土）～ 1/４（土） 

 ■割引制度（繁忙期を除く） 

 品 川 荘 光 林 荘 

閑散期割引  

6月・９月の平日 

（月～金 ※祝日は除く）が

5％引き 

12月・2月の平日 

（月～金 ※祝日は除く）が 

5％引き 

団 体 割 引  15名以上の利用で5％引き 

長期宿泊割引 3泊以上の利用で、3泊目から5％引き 

施設名 区   分 区民料金 
区外料金 

区民と同伴 区外のみ 

品川荘 

光林荘 

（Aタイプ） 

大人 

中学生 

以上 

平日・休日   ６,４４３円   ８,７１８円  １０,４５０円 

休前日   ６,９９３円   ９,２６８円  １１,０００円 

繁忙期   ７,９７０円  １２,５６８円  １４,３００円 

子ども 

（小学生） 
通 年   ５,１１５円   ７,７００円   ９,０２０円 
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■利用について 

①受付期間 

○区民（区内在住・在勤・在学）

・利用月の６カ月前の１日より予約受付。

・先着順。ただし繁忙期は抽選。

・ゴールデンウィークは５月分と一緒に、年末年始は１月分と一緒に予約受付。

○区民以外

・利用月の４カ月前の１日より予約受付。 

②申込方法 

 代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、利用人数を電話、FAXま

たはホームページ予約フォームで各施設へ直接申し込む。 

③利用料金等の支払い 

 各施設において、現金またはクレジットカードで支払い。 

④キャンセル料 

 利用日の前々日は５０％、前日と当日は１００％負担。 

⑤本人確認 

 区内在住・在勤・在学は宿泊時に住所等が確認できるもの（運転免許証・健康保

険証・社員証・学生証など、障害者は障害者手帳など）の写しを施設に提出。確

認できない場合、宿泊費補助は適用しない。 

◆ 執行実績 

【品川荘】 

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 

利用人数 7,261 7,548 7,260 6,726 6,998 

減

額

者

高齢者 2,696 2,631 2,491 2,266 2,436 

障害者 346 272 290 339 349 

介護者 70 90 104 130 114 

小学生 296 361 360 372 391 

乳幼児保護者   643 676    648 

利用室数 2,929室 3,075室 3,128室 2,978室 3,056室 

利用室率（％） 53.4 56.2 57.1 54,4 55,8 

利用者率（％） 27.2 28.3 27.2 25.2 26.3 
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【光林荘】 一般利用のみ 

27年度  28年度 29年度 

利用人数    1,887    1,667 2,606 

減

額

者

高齢者    278 178 218 

障害者    30 40 25 

介護者    10 15 19 

小学生    135 98 125 

乳幼児保護者 

Aタイプ Bタイプ Aタイプ Bタイプ Aタイプ Bタイプ 

利用室数 425室 289室 373室 269室 466室 765室 

利用室率（％） 11.1 3.8 9.8 3.5 11.0 3.7 

利用者率（％） 4.1 3.6 5.5 

30年度 元年度 

利用人数 2,102 1,835 

減

額

者

高齢者 218 188 

障害者 31 24 

介護者 23 11 

小学生 131 128 

乳幼児保護者 169 172 

Aタイプ Bタイプ Aタイプ Bタイプ

利用室数 449室 363室 476室 252室 

利用室率（％） 10.6 1.8 11.2 1.2 

利用者率（％） 4.4 3.9 
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２ 品川区社会を明るくする運動 

◆ 予算額  226千円 

◆ 事業開始 昭和２６年度 

◆ 目 的 

犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支え、犯罪や非行に陥らない地域社

会づくりを目指す。 

◆ 内 容 

毎年 7月を強調月間として、「社会を明るくする運動」が全国一斉に実施

される。品川区においても、推進委員会を設け小・中学校ＰＴＡ、保護司、

民生委員・児童委員および青少年対策地区委員会等関係団体とともに、運

動を実施している。 

◆ 令和元年度重点目標 

（１）行動目標 

①  犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組を進めよう 

②  犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう 

（２）重点事項 

犯罪や非行をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、再び

受け入れることが自然にできる「誰一人取り残さない」社会の実現

に向け、 

① 出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと。 

② 帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと。 

③ 薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作るこ

と。 

④ 犯罪をした高齢者・障害者等が、社会復帰に必要な支援を受けられる

環境を作ること。 

⑤ 非行少年等が学びを継続できる環境を作ること。 

に、関係行政機関、民間団体関係者等との連携のもとに取り組む。 

（３）街頭広報活動 

区内主要駅頭や八潮団地において、社明運動の標語入りティッシュ

ペーパー等を配布し、啓発活動を実施した。 

（４）社会を明るくする運動中央大会 

     きゅりあん 小ホールにおいて、社会を明るくする運動中央大会（区
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民愛のつどい）を実施した。 

◆ 執行実績 

■ 街頭広報活動 

 ①日 時  令和元年7月５日（金）午後3時～5時 

       ②参加者  保護司会、町会・自治会、民生（児童）委員、小・中学校

ＰＴＡ、青少年対策地区委員会、更生保護女性会、ＢＢＳ

会、少年補導員、東京保護観察所、警察等   

地 区 品川地区 大崎地区 大井地区 荏原地区 八潮地区 

場 所 

大崎駅 

青物横丁駅 

周辺 

五反田駅周辺 

大井町駅 

西大井駅 

立会川駅周辺 

武蔵小山駅 

からアーケー

ド街周辺 

八潮地域セン

ター周辺 

人 数 255名 180名 115名 200名 10名 

配布物 

（ティッシュ） 
１１，０00個 １１，０00個 1３，０00個 １９，０00個 2,０00個 

■ 社会を明るくする運動中央大会 

①名 称：令和元年度第６９回品川区社会を明るくする運動中央大会（区

民愛のつどい） 

②日 時：令和元年7月２６日（金） 

午後１時３０分～午後３時３０分   

③場 所：きゅりあん 小ホール 

④内 容 

・青少年善行表彰、青少年特別表彰 

・受賞者体験報告 

 ・品川区立伊藤学園吹奏楽部演奏 

⑤参加者：保護司会、小・中学校ＰＴＡ、民生（児童）委員、青少年対 

策地区委員会、町会・自治会、人権擁護委員、更生保護女性 

会、ＢＢＳ会、推進委員等 
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３ しながわ発見出会い事業 

◆ 予算額  １,２２３千円 

◆ 事業開始 平成２９年度 

◆ 目 的 

品川区内在住・在勤の若者を対象として、品川区内の施設等を使用し、友

達づくり・仲間づくりを行う中で結婚を意識してもらい、「しながわ」の

魅力を知り興味・愛着を持ってもらうことで、地域の活性化を図る。 

◆ 内 容 

品川区内の施設等を使用し、若者の出会いの場を意識した交流イベント等

を実施する。 

◆ 執行実績 

【第１回】クリスマスパーティー 

開催日時：令和元年１２月１４日（土） 

実施場所：エル・トレス（ＥＬ ＴＲＥＳ イタリアンレストラン） 

参加人数：２２名（男性１0名・女性１２名） 

【第２回】しながわ水族館交流イベント -中止- 

開催日時：令和２年２月２９日（土） 

実施場所：しながわ水族館 

参加人数： - ※定員２０名 
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１ 地域振興事業 

地域社会の福祉と住民生活の向上発展のため、地域に関心を持った区民が

ともに地域の問題を考え、解決し、互いに助け合う連帯感に支えられた地域

社会が形成されるよう、コミュニティ活動の担い手となる町会・自治会や品

川区町会自治会連合会の活動への助成を行うとともに、情報紙の作成・発行

を通じて、地域への情報発信を行う。 

（１） 品川区町会自治会連合会補助金等

◆ 予算額  ２５，９６４千円 

◆ 根 拠  品川区町会自治会連合会補助金交付要綱 

（昭和４５年４月１日制定） 

（平成２９年５月２４日改正） 

◆ 目 的  品川区町会自治会連合会が地域社会の福祉と住民生活の向上発

展のために実施する事業の拡充強化を図り、もって区政の発展に

寄与するよう活動助成を行う。 

◆ 内 容  品川区町会自治会連合会の会議運営、研修、調査研究その他の

事業に要する経費および自治会活動賠償責任保険の加入に要す

る経費の一部を補助する。 

       また、令和２年度より各地区連合町会・連合自治会の活動や

各町会・自治会への加入促進を支援することを目的とした連合会

ホームページの作成・運営に要する経費を補助する。 

◆ 執行実績（令和元年度） 

・補助金交付額     ２１，１４９，７９０円 

常任理事会      ２回開催 

研修会        １回開催 

東京都町会連合会定期総会（１回）常任理事会（1０回）参加 

各地区連合町会・連合自治会の事業助成 

自治会活動賠償責任保険加入 

・研修会の参加等        ５７，０００円 

品川区町会自治会連合会研修会分担金 

（２） 地域ニュース印刷等経費 

① 地域センター管内別区施設連絡会 

◆ 予算額  ５２６千円 

◆ 目 的  各地域センターごとに管内にある区の施設・事業所と連絡

会を開催し、事業日程等の連絡調整を図る。 

◆ 内 容  地域情報の周知の一環として会議・行事予定表を各課、区

内官公署、各町会・自治会長あてに年６回配付する。また地

Ⅱ 地域支援係
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域センターが中心となって地域行政情報を発信し、コミュニ

ティ活動を促進する月間地域情報を毎月、各地域センターご

とに発行する。 

② 地域ニュース発行事務 

◆ 予算額  ５，１５６千円 

◆ 事業開始 昭和５８年度 

◆ 目的・内容  各地域センター管内ごとに地域住民のふれあいと交流を 

深めるため、地域情報の周知の一環として、地域ニュース

を発行する。 

◆ 地域ニュース 地域センター別一覧（令和元年度執行実績） 

地  区 地域ニュース名 創刊年月日 発行回数 

品川第一 品川宿  昭和60年７月20日 ４回 

品川第二 きせつ風 ※ 昭和60年11月15日 12回 

大崎第一 はなぐるま ※ 平成元年１月20日 ６回 

大崎第二 ふれあい 昭和60年11月１日 ４回 

大井第一 大井第一マイ・タウン２１※ 昭和62年９月10日 1１回 

大井第二 スクランブル 昭和62年３月１日 ６回 

大井第三 お～い ※ 昭和61年３月15日 12回 

荏原第一 まちかど ※ 昭和61年７月１日 12回 

荏原第二 さいかち 昭和62年12月 ４回 

荏原第三 えばさんものがたり 平成２年９月11日 ４回 

荏原第四 えばよん地域だより ※ 昭和60年６月30日  ６回 

荏原第五 えばごReport ※ 昭和60年７月15日 12回 

八 潮 やしおだより ※ 昭和59年１月 12回 

※月間地域情報紙を兼ねる
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２ 地域振興事業（町会・自治会活動支援事業） 

（１）地域課題の自主的解決の支援 

◆ 予算額  ４３５千円 

◆ 事業開始 平成２６年度 

◆ 目 的   町会・自治会が自主的に地域課題を解決するために必要な支援 

を行うことにより、各町会・自治会の機能の拡充と地域コミュ 

ニティの活性化を図る。 

◆ 内 容 ・ 町会・自治会等が抱えている、多様化・複雑化する地域課

題に即応するために、相談窓口を設置し、解決に向けた町

会・自治会の活動を支援する。 

・ 町会・自治会が抱える横断的な課題の解決に向け、各課の

連携をより強化し、全庁体制で支援策を検討・実施する。 

・ 町会・自治会から相談された地域課題について、区から弁

護士への相談を行い、専門的な立場からの助言を受け、より

効率的・効果的な課題解決策を検討・実施する。 

・ 町会・自治会が、自主的に課題を解決するための必要物品

を支給する。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

       弁護士相談報酬額  ０件  ０円 

（２）町会・自治会加入促進の支援 

◆ 予算額  ２，８７４千円 

◆ 事業開始 平成２０年度 

◆ 目 的   町会・自治会への加入促進を支援することにより、町会・自

治会の活動の活性化を図る。 

◆ 内 容 ・ 町会・自治会加入申込はがきを作成し、転入者等に配布

することで、加入を促進する。 

・ 町会・自治会の活動事例リーフレットを作成し、町会・自

治会員や未加入者に対し、取組内容を紹介する。 

・ １３地区の町会・自治会ガイドブックをそれぞれ作成し、

加入促進および活動の活性化を促す。 

 ・ ホームページを開設している町会・自治会が継続的に情報

発信できるよう、情報交換できる場の設置、専門家のアドバ

イス等により支援する。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

       ・加入申込ハガキ    ２５，０００部作成 

 ・地区別町会ガイドブック ９，０００部作成 

（品川第二・大崎第二・荏原第三地区） 
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（３）町会・自治会新規事業定着化補助 

◆ 予算額  ７，８８０千円 

◆ 事業開始 令和２年度  

※今年度より新規事業補助金、活動定着化補助金が統合 

       （新規事業 平成２８年度、活動定着化 令和元年度） 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会新規事業定着化補助金交付要綱 

◆ 目 的   町会・自治会が新たな事業を始めるときの経費の一部を５

年間補助し、活発な活動を支援する。 

◆ 内 容 ・ 補助金交付の要件 

申請をしようとする事業以外の事業で、過去３年度以内

に当該補助金の交付を受けていないこと。 

※ すでに当該補助金の交付を受けている事業を、「児童 

参加地域事業補助金」等に切り替えて申請する場合はこ 

の限りではなく、新たな事業を当該補助金の交付対象と 

認める。 

・ 補助金交付の対象事業 

 （ア） 町会・自治会が、加入促進または活動活性化のた 

めに実施する新たな事業の経費。 

     （イ） 町会・自治会が、地域コミュニティの更なる活性 

化のために行う新たな事業の経費。 

・ 補助金額 

     経費の２分の１以内とし、１～３年目は１０万円、４～

５年目は８万円限度とする。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額  新規事業   ３４件  ３，２５９，７００円 

        活動定着化  １２件    ９６０，０００円 

（４）町会・自治会活動活性化用品補助金 

◆ 予算額  ４，５００千円 

◆ 事業開始 令和２年度 ※今年度より加入促進用物品補助金、 

コミュニティ用品補助金が統合 

       （加入促進用物品 平成２８年度、 

コミュニティ用品 平成２８年度） 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会活動活性化用物品補助金交付要綱 

◆ 目 的  町会・自治会がイベントの活性化、加入の促進、活動への 

 参加の促進のために使用する物品の購入経費の一部を補助

 し、町会・自治会の財政的な負担を軽減する。 

◆ 内 容 ・ 補助金交付の対象 
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       （１）町会・自治会が行事等で使用する備品類 

ただし、専ら町会・自治会館において使用するものは除く。 

（２）町会・自治会が加入の促進もしくは町会等の活動への

参加の促進に使用する物品の購入経費またはチラシ、リー

フレット等の印刷経費。 

・ 補助金額 

     経費の２分の１以内とし、１０万円を限度する。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額  加入促進用物品   ２２件  １，０３４，０５７円 

        コミュニティ用品  ２４件  １，０５５，２８０円 

（５）町会・自治会児童参加地域事業補助金 

◆ 予算額  ２，５００千円 

◆ 事業開始 平成３０年度 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会児童参加地域事業補助金交付要綱 

◆ 目 的   将来の町会・自治会活動を担う世代の参加を促す事業の経費の

一部を補助することで、活動の活性化を支援する。 

◆ 内 容 ・ 補助金交付の対象 

         町会・自治会に加入していない世帯の児童も参加するこ 

とができる、児童を中心とした事業の経費。 

・ 補助金額 

     経費の４分の３以内とし、１０万円を限度とする。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額   ４３件  ３，７７３，６４２円 

（６）町会・自治会トップランナー事業補助金 

◆ 予算額  ２，０００千円 

◆ 事業開始 平成３０年度 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会トップランナー事業補助金交付要綱 

◆ 目 的   町会・自治会が実施する、先進的かつ魅力的な事業を「トップ

ランナー事業」に決定し、その事業内容を広く区民に周知する

ことで、町会・自治会活動への参加や加入を促進する。 

◆ 内 容 ・ 補助金交付の対象 

         町会・自治会が実施する、先進的かつ魅力的な事業のう 

ち、地域社会の振興を図ることを目的とした事業の経費。 

    ・ 補助金額 

     経費の５分の４以内とし、２０万円を限度とする。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額   １件  ２００，０００円 
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（７）町会・自治会オリンピック・パラリンピック啓発事業支援補助金 

◆ 予算額  ５，０００千円 

◆ 事業開始 令和元年度 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会オリンピック・パラリンピック啓発事業 

支援補助金交付要綱 

◆ 目 的   東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けての

区民の開催気運を醸成する。 

◆ 内 容 ・ 補助金交付の対象 

         東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の啓 

発を目的とした事業またはこれに繋がる事業。 

・ 補助金額 

経費の全額とし、１０万円を限度とする。 

 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額  ４５件  ４，２６７，５３７円 

（８）町会・自治会運営事務サポート 

◆ 予算額  １，２００千円 

◆ 事業開始 令和元年度 

◆ 目 的   町会・自治会の運営に係る事務処理をサポートし、役員等の負

担を軽減する。 

◆ 内 容 ・ 会の運営に関する資料（会議録・予算書・決算書など）や 

補助金の申請に係る書類の作成を、専門家に依頼する際の経 

費を補助。 

 執行実績 （令和元年度） 

７件 ２２０，０００円 

（９）コミュニティ助成事業 

◆ 予算額  ２，５００千円 

◆ 目 的   一般財団法人自治総合センターが宝くじ受託事業収入を財源

とし、別途要綱に定められたコミュニティ活動に助成を行うこと

により、コミュニティの健全な発展を図るとともに宝くじの普及

広報事業を行う。 

◆ 内  容    区はコミュニティ活動に必要な設備や備品の調査・助成金

            の申請・購入手続きを行い、各町会・自治会へ物品譲渡する。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

１０町会・自治会  ２，０００，０００円 
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３ 町会・自治会法人化事務 

◆ 事業開始 平成３年度 

◆ 根 拠  地方自治法第２６０条の２ 

◆ 目 的   一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された 

団体（町会・自治会等）が町会会館などの財産を当該団体名 

義で所有できるよう法律上の権利能力を付与する。 

◆ 内 容 ・ 法に規定する認可事務 

・  認可地縁団体の印鑑登録事務 

      ・ 認可地縁団体の告示事項に関する証明書交付事務 

・  認可地縁団体の印鑑登録証明書交付事務 

      ・ その他認可事項に関する相談事務 

◆ 執行実績 

・ 認可した団体 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

新規町会数 ４町会 ２町会 ３町会 ０町会 １町会 

延町会数 ５７町会 ５９町会 ６２町会 ６２町会 ６３町会 

町会名 

大井倉田町会 

西品川三栄町会 

東中延二丁目町会 

戸越四丁目町会

西大井五丁目伊藤

町会 

西五反田協和町会

大井森下町会 

西五反田本町会 

西大井四丁目町会 

 西五反田南町会 

（令和元年度末現在 既認可団体６３町会） 

・ 認可地縁団体の告示事項に関する証明書交付実績 

・ 認可地縁団体の印鑑登録証明書交付実績 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

件数（件） １１ ９ ８ １３ ７ 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

件数（件） １１ ４ ６ ３ ３ 



- 21 -

４ 地域環境整備等助成金 

（１） 地域環境整備等助成金等 

◆ 予算額  ９７，３８５千円 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会に対する助成金（環境整備・地域コミュニティ活

性化・防災）交付要綱（昭和６０年４月 １日制定） 

                   （平成３1年４月  １日改正） 

◆ 目 的  町会、自治会が町会内の環境整備等のために実施する各事業の拡充強 

化を図り、当該事業の運営に寄与する。 

◆ 内 容 

・環境整備助成金 （７０，２９６千円） 

           交付対象事業  環境整備のための事業 

                  （交通安全・町内美化・緑化推進・青少年育成・ 

障害者および高齢者福祉の増進・防犯対策等） 

           交付対象数   ２０１町会 

           交付額     １町会・自治会平均３４８，０００円 

         ・競馬場周辺地区環境整備特別助成金 （１，８３９千円） 

           交付対象事業  大井競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業 

           交付対象数   ２７町会 

           交付額     ・大井第１地区管内２１町会 

（１町会・自治会平均７９，０００円） 

                   ・大井第２地区管内６町会 

                   （１町会３０，０００円） 

         ・地域コミュニティ活性化助成金 （２５，２５０千円） 

           交付対象事業  地域コミュニティ活性化のための事業 

           交付対象数   ２０１町会 

           交付額     １町会・自治会平均１２５，０００円 

         ＊防災対策にかかる助成分については、所管（防災課）で算出。支出処 

理のみ執行委任される。 

◆ 執行実績（令和元年度） 

・環境整備助成金   

交付町会・自治会 ２０１町会 

交付金額     ７０，２３１，５００円 

・競馬場周辺地区環境整備特別助成金 

交付町会     ２７町会 

交付金額     １，８３７，３００円 

            ・地域コミュニティ活性化助成金 

              交付町会     ２０１町会 

              交付金額     ２５，１０８，２００円 
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（２） 美化推進事業補助金 

◆ 予算額  ２，６００千円  

◆ 根 拠  品川区美化推進事業補助金交付要綱 

（平成 ６年 ４月 １日制定） 

（平成２７年 ３月２７日改正） 

◆ 目 的  品川区歩行喫煙および吸殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条 

      例の目的を達成するため、１３地区連合町会が実施する美化推進事業 

に補助金を交付し、環境美化の推進を図る。 

◆ 内 容  美化推進事業補助金 

品川区１３地区管内別町会・自治会連合会が①町会・自治会単位②駅

前・商店街等の拠点方式③連合会全体のうちから事業の形態を選択し、

自主的に美化推進活動を実施することに要する経費を助成する。 

◆ 執行実績（令和元年度）２，６００，０００円 

実  施  形  態 

品川第一地区 
町会単位（２町会）都営北品川アパート自治会、 

都営北品川第２アパート自治会 

 品川第二地区  町会単位（２町会）三睦会、諏訪町会 

 大崎第一地区  町会単位（５町会）五反田本町会 他４町会

 大崎第二地区 町会単位（１町会）大崎ウエストシティタワーズ自治会 

 大井第一地区 町会単位（２町会）大井坂下町会、大井水神町会 

 大井第二地区 町会単位（１町会）大井滝王子町会 

 大井第三地区 町会単位（１町会）大井鹿島町会 

 荏原第一地区 連合会全体 

 荏原第二地区 町会単位（１１町会）小山７丁目町会 他１０町会 

 荏原第三地区  町会単位（２町会）東中延一丁目町会 中延二丁目町会 

 荏原第四地区  町会単位（２町会）旗の台５丁目町会・豊町６丁目町会 

 荏原第五地区  連合会全体 

 八潮地区  連合会全体 
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５ 地域活動基盤整備補助（町会・自治会館整備） 

（１） 町会・自治会館建設等補助金 

①町会・自治会館建設・耐震改修補助金 

◆ 予算額  ５８，０００千円 

◆ 事業開始 昭和56年度 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会館建設補助金交付要綱       

◆ 目 的   地域住民の自治意識を高め、連帯感および自主活動の強化と区政への 

参加を促進するための基盤となる、町会・自治会会館の建設を助成する。 

◆ 内 容   

・ 補助金交付の対象 

         （ア） 新築・増築・改築・修繕・既設建物購入（土地は非対象） 

         （イ） 会館面積５０㎡以上 

         （ウ） 新築等の経費が５０万円以上 

（災害時、被害が著しい場合はこの限りではない） 

（エ） 再申請は３年経過後（災害時、被害が著しい場合はこの限りではない） 

・ 補助金額 

新築、購入等の経費の２分の１以内とし、上限額は次のとおりとする。 

※ 昭和５６年5月３１日以前の建物で、耐震診断の結果、耐震基準を満 

たしていない建物に対する補助金の額は、耐震改修に係る新築等の経 

費の3分の２以内とし、その上限額は、下記の金額に３分の１を乗じ 

た額を加算する。 

※ 防火制度の対象範囲内に限る。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額   ５件  ５，５９３，５７５円

② 町会・自治会館等設備補助金 

◆ 予算額  ２，５００千円 

◆ 事業開始 昭和６２年度 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会館等設備補助金交付要綱 

◆ 目 的   地域コミュニティ、災害時活動の場として地域住民が利用できる町 

       会・自治会会館、集会施設の設備整備に要する経費の一部を補助する。 

区分 建物のみ 土地付建物 

下のいずれにも非該当 ２，０００万円 ２，２００万円 

葬祭が可能な施設 ２，５００万円 ２，７００万円 

耐火建築物（※）等 ２，３００万円 ２，５００万円 

葬祭可能な耐火建築物（※） ２，８００万円 ３，０００万円 
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◆ 内 容  

・ 補助金交付の対象 

（ア） 地域コミュニティ、災害時活動の場として、広く地域住民に利用され 

   ること。 

（イ） 借用等により使用する集会施設にあっては、貸借契約等があること。 

（ウ） この要綱に基づく補助金交付の対象となった集会所等で補助金交付後３ 

年を経過していること。 

・ 対象設備 

（ア）冷暖房機 （イ）じゅうたん （ウ）換気扇 （エ）テーブル 

（オ）椅子 （カ）畳の表替 （キ）襖の張替 （ク）集会用テント 

（ケ）コピー機、パソコン、プリンタ等 （コ）その他必要な什器、備品類 

・ 補助金額 

経費の２分の１以内とし、１００万円を限度とする。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額   １２件  ２，５３７，３３１円 

③ 町会・自治会館等登記補助金 

◆ 予算額  ８００千円 

◆ 事業開始 平成５年度 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会館等の登記に係る経費の補助に関する要綱  

◆ 目 的   町会・自治会館の運営基盤を安定させるための町会・自治会法人 

化の推進を図るため、不動産登記の負担を軽減する。 

◆ 内 容  登記に係る登録免許税に相当する額、登記に係る書類作成費等を合 

算した額の２分の１を補助する。ただし、土地の場合には５０万円、 

建物の場合には３０万円を限度とする。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額（土地）  １件  ３８８，０００円 

（建物）  １件  １０２，０００円 

（２） 町会・自治会会館耐震診断・耐震補強設計助成金 

◆ 予算額  ４，２００千円 

◆ 事業開始 平成２４年度 

◆ 根 拠  品川区住宅・建築物耐震診断支援事業実施要綱 

◆ 目 的  町会・自治会会館の耐震診断等の経費の一部を補助する。 

◆ 内 容  

・ 補助金交付の対象 

（ア） 昭和５６年５月31日以前に建築された木造・非木造の町会・自治会 

会館の耐震診断の経費を１００％補助。 

（イ） 耐震診断の結果、倒壊の恐れがあるとされた町会・自治会会館の耐震 
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補強設計の経費の３分の２以内を補助。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額   ０件  ０円 

※診断対象件数 １１件  設計対象件数 ９件 （令和元年度末時点） 

（３） 町会・自治会施設賃借料補助金 

① 町会・自治会活動拠点賃借料補助金 

◆ 予算額  ８，１００千円 

◆ 事業開始 平成２９年度 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会活動拠点賃借料補助金交付要綱 

◆ 目 的   町会が地域コミュニティの活性化を推進するために、賃貸借契約 

により活動拠点を確保する場合の賃借料の一部を補助する。 

◆ 内 容 

・ 補助金交付の対象 

  会館等の所有の有無に関わらず、1町会につき1ヵ所まで、賃貸借契約等 

により1ヵ月を超えて占有する活動拠点の賃借料（令和２年度より対象を 

拡大）。 

・ 補助金額 

          補助金は、賃借料の経費の３分の２以内とし、１ヶ月につき７万５千円 

を限度とする。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額   ６件  ２，２３０，４００円 

② 町会・自治会物品保管場所賃借料補助金 

◆ 予算額  ６００千円 

◆ 事業開始 平成３１年度 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会物品保管場所賃借料補助金交付要綱 

◆ 目 的   町会が地域コミュニティの活性化を推進するために、賃貸借契約 

により物品の保管場所を確保する場合の賃借料の一部を補助する。 

◆ 内 容 

・ 補助金交付の対象 

  倉庫等の所有の有無に関わらず、1町会につき1ヵ所まで、賃貸借契約等 

により1ヵ月を超えて占有する物品保管場所の賃借料（令和２年度より対 

象を拡大）。 

・ 補助金額 

          補助金は、賃借料の経費の２分の１以内とし、１ヶ月につき5千円を限 

度とする。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額   ９件  ３５５，８２８円 
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（４） 町会・自治会会議室等使用料補助金 

 ◆ 予算額  ３８０千円 

◆ 事業開始 平成３０年度 

◆ 根 拠  品川区町会・自治会会議室等使用料補助金交付要綱 

◆ 目 的   町会が地域コミュニティの活性化を推進するために、全額負担で 

使用している貸会議室等の使用料の一部を補助する。 

◆ 内 容 

・ 補助金交付の対象 

（ア） 他に会館を所有または会館としての機能を有する活動拠点施設を賃 

借していない町会が、町会の運営に関する会議や町会の活動活性化を 

目的とした事業を行うために使用する貸会議室等の使用料。なお、使 

用料が減額となっている場合も対象とする（令和２年度より対象を拡 

大）。ただし、区の公共施設の使用料は対象外とする。 

  （イ） 会議に必要な音響・映像設備の使用料。 

・ 補助金額 

          補助金は、使用料の２分の１以内とし、１回の使用につき１万円を限度 

とする。 

◆ 執行実績 （令和元年度） 

補助金交付額  ８件  １１９，１４０円 

（５） 町会専用掲示板設置補助金 

◆ 予算額  ３，６００千円 

◆ 事業開始 昭和６０年度 

◆ 根 拠  品川区町会専用掲示板設置に対する補助金交付要綱 

◆ 目 的   区内の町会・自治会が掲示板の新設・建替え・修繕を行う場合に 

経費の一部を助成し、地域活動の活性化に寄与する。 

◆ 内 容 

・ 補助対象 

（ア） 区域内住民相互の親睦と福祉につながる情報提供のために使用する

もの。 

  （イ） 掲示板の設置場所については、土地・構造物所有者の使用確認が得

られたもの。 

・ 補助金額 

          補助金は、１基につき新設等の経費の２分の１以内とし、５万円を限度 

とする。 

◆ 執行実績(令和元年度) 

町会専用掲示板設置   ３１件 ９１基 

補助金交付額      ３，４１２，７００円
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６ ふれあい掲示板管理 

◆ 予算額 ６，８５１千円 

◆ 概 要  昭和６３年９月からコミュニティ活動の促進を図るため、区掲示板

の位置づけを「行政情報の周知板」から「地域の情報伝言板」へと見

直し、町会・自治会へ開放してきた。その後平成６年に名称を「ふれ

あい掲示板」と改称し、建て替え、移設、修繕等は区が行い、ポスタ

ー掲出、掲出物の整理・整頓は町会・自治会に依頼している（ふれあ

い掲示板補助金交付要綱第２条）。 

（１） 建替え工事 

◆ 内 容  掲示板の老朽化への対応として、ガラス戸付・マグネット留めの掲

示板への建替えを平成２６年度～平成２８年度の３年間で集中的に行

った。また、平成２９年度からは３年計画で、過去５年以内に板面を

取り替えた掲示板および過去１０年以内に建て替えた掲示板、建て替

え未実施の掲示板を対象に建替えを行った。 

◆ 執行実績（令和元年度）      

（２） 維持管理 

◆ 内 容 ・移設、緊急対応が必要な掲示板の修繕等を行う。 

      ・掲示板の維持管理に必要な物品を購入する。 

◆  予算額 ２，５８０千円 

◆  執行実績（令和元年度） 

        移設・修繕  ９件  ７４８，０００円 

（３） ふれあい掲示板補助金 

◆ 根 拠  ふれあい掲示板補助金交付要綱 （平成 ６年 ４月 １日施行） 

（平成２９年 ５月２４日改正） 

地区 

品川 

第一 

品川 

第二 

大崎 

第一 

大崎 

第二 

大井 

第一 

大井 

第二 

大井 

第三 

荏原 

第一 

荏原 

第二 

荏原 

第三 

荏原 

第四 

荏原 

第五 八潮 合計 

基数 ０ １ ５ 2 ３ ０ 3 ０ １ ４ ２ ２ １ ２４ 
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◆ 予算額  ４，２７１千円 

交付先：品川区町会連合会 

◆ 執行実績 ４，２５４千円 （令和元年度補助金交付実績額） 

◆ 内 容  ・区からのポスターの貼付および除去業務 

・掲示物の整理ならびに掲示板および掲示板周辺の点検業務 

・その他区長が特に必要と認めた業務 
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７ 区 民 ま つ り 

◆ 予算額   ２０，６８０千円  

 ◆ 根 拠   品川区民まつり（地区会場）補助金交付要綱 

                     （平成 元年 ５月 １日施行） 

                     （令和 ２年 ４月 １日改正） 

 ◆ 目 的   区内在住、在勤者等を含め、区民のだれもが気軽に参加し、 

楽しめるまつりを幅広く行う。また、このまつりを通じて、人と 

人とのふれあいや連帯意識を深めることにより、明るく豊かなま 

ちづくりを進めていく。 

 ◆ 内 容   地域のふれあいおよび連帯意識の向上を図るため、各地区での 

区民まつりの実施に要する経費の一部を補助する。 

 令和２年度は、熱中症対策及び消費税増税、舞台設備費用等の経費分と

して一地区当たり26万円分の補助金を増額する。 

 ◆ 執行実績  ２９年度  １３地区  ７４，８１４名参加 

          ３０年度  １０地区  ６０，４２４名参加 

                （台風のため３地区については中止） 

           元年度  １１地区   

                （台風のため２地区については中止） 

令和元年度執行実績  １５，８９９，０００円（補助金交付実績額） 

【品川・大崎地区】

地区 日時 会場  主な内容 参加人数 

品川第一 

7 月 14 日（日） 

午後 1 時～午後 8時 

※中止 

品川学園 
模擬店・盆踊り・ 

子どもコーナー他 
   0 

品川第二 

7 月 26 日（金）～ 

7 月 28 日（日） 

午後 6 時～午後 9時 

天妙国寺境内 盆踊り・模擬店・ステージ発表他 10,000 

大崎第一 

7 月 13 日（土） 

午後 3 時～午後 7時 
第四日野小学校 模擬店・盆踊り他 

2,000 

7 月 27 日（土） 

午後 3 時 20 分～ 

午後 6 時 30 分 

第三日野小学校 模擬店・盆踊り他 

7 月 28 日(日) 

午後 3 時～午後 6時 

※中止 

第一日野小学校 模擬店・盆踊り・ゲームコーナー他 

8 月 3 日(土) 

午後 3 時～午後 6時 
日野学園 模擬店・ゲームコーナー他 
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大崎第二 
7 月 28 日（日） 

午前 10 時 30 分～午後 3時 
三木小学校 

模擬店・子どもコーナー・ 

アトラクション・展示他 
1,200 

【大井・八潮地区】 
地区 日時 会場 主な内容 参加人数 

大井第一 

7 月 7 日（日） 

午前 10 時～午後 3時 
南大井文化センター 

子どもカーニバル 

（ゲーム・模擬店） 
7,500 

7 月 13 日（土） 

午後 5 時～午後 8時 35 分 
桜新道 模擬店・盆踊り他 1,715 

大井第二 
7 月 27 日（土） 

午後 3 時～午後 7時 
山中小学校 模擬店・ゲーム店・盆踊り他 3,000 

大井第三 
7 月 27 日（土） 

午後 3 時～午後 7時 
ウェルカムセンター原 模擬店・ゲーム店・ミニ鉄道他 2,105 

八潮 

7 月 13 日（土） 

午後 3 時～午後 9時 
八潮公園多目的広場 

模擬店・盆踊り・子どもコーナー・ 

打ち上げ花火他 
15,000 

7 月 14 日（日） 

午後 1 時～午後 8時 45 分 

【荏原地区】 
地区 日時 会場 主な内容 参加人数 

荏原第一 
7 月 13 日（土） 

午後 1 時～午後 7時 
スクエア荏原 

模擬店・盆踊り・子どもまつり・ 

ステージ発表他 
5,936 

荏原第二 
7 月 28 日（日） 

午後 2 時～午後 8時 
清水台小学校 

模擬店・盆踊り・ 

子どもゲームコーナー他 
4,000 

荏原第三 

7 月 27 日（土） 

午後 3 時～午後 8時 

※中止 

京陽小学校 
模擬店・盆踊り・子どもコーナー・ 

ステージ発表他 
0 

荏原第四 

7 月 27 日（土） 

前半の部：午前 10 時～正午 

後半の部：午後 4時～ 

       午後 7 時 30 分 

源氏前小学校 

前半：模擬店・子どもコーナー 

3,000 
後半：模擬店・盆踊り・ 

    子どもコーナー・ 

    オープニングイベント・花火 

荏原第五 

7 月 27 日（土） 

午後 3 時～午後 7時 50 分 杜松ホーム 

（区立杜松地域密着

型多機能ﾎｰﾑ） 

模擬店・盆踊り・子どもまつり・ 

ステージ発表他 
6,000 

7 月 28 日（日） 

午後 4 時～午後 7時 20 分 
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８ 区政協力委員会 

◆ 予算額  １２，５１４千円 

◆ 根 拠  品川区区政協力委員規程（昭和４６年４月１日） 

◆ 目 的  区民意識、区民の要望等を正確に把握して区政に反映させると

ともに、区政の現況についての情報提供を適宜的確に行い、区政

を効率的に推進するため区政協力委員を置く。 

◆ 内 容  町会長および自治会長を委員として委嘱する。委員数２０１人 

・区政協力委員会協議会（１３地区の会長） 

・ブロック別区政協力委員会（４ブロック別／春開催） 

・地区別（地域センター管内別） 年２～３回開催 

・区政協力委員の名刺を作成 

◆ 執行実績（令和元年度） 

区政協力委員会協議会  １回開催 平成３１年４月２２日 

ブロック別・地区別区政協力委員会 

ブロック別 地区別（準備会） 地区別 

開催日 出席委員 管内 開催日 出席委員 管内 開催日 出席委員 

品川ブロック

（２９人） 
５月１４日 ２８人 

品１ ７月２４日 １６人 品１ 
１０月１０日 2６人 

品２ ７月１１日 １２人 品２ 

大崎ブロック

（43人） 
５月２１日 ４０人 

崎１ ８月 ６日 ２６人 崎１ １０月１７日 ２８人 

崎２ ８月 ７日 １１人 崎２ １０月２３日 １１人 

大井・八潮 

ブロック 

（6４人） 

５月２０日 ５６人 

井１ ８月 ６日 ２１人 井１ １０月２５日 ２０人 

井２ ８月 ５日  ７人 井２ １０月２５日  ８人 

井３ ７月 ５日  ７人 井３ １０月２４日  7人 

八潮 ８月 ９日 ２２人 八潮 １０月 ３日 ２２人 

荏原ブロック

（6５人） 
５月２９日 ６０人 

荏１ ７月 ５日 １４人 荏１ １０月１１日 １３人 

荏２ ８月 ６日 １０人 荏２ １０月１８日 １０人 

荏３ ７月 ８日 １６人 荏３ １０月１１日 １６人 

荏４ ７月 ８日 １３人 荏４ １０月２１日 １４人 

荏５ ８月 １日 １０人 荏５ １０月１７日 １０人 

計  １８４人   １８５人   １８５人 

※（ 人）は、現員数（平成３１年４月１日現在） 
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９ 地域センター等管理運営 

◆ 予算額  ５０７，０４５千円 

◆ 目 的    地域のコミュニティ活動の核として、また住民基本台帳等

の窓口事務や連合町会等の事務局を担うほか、区民集会所

等の施設設備の維持管理、改善を行い、区民サービスの向

上を図る。 

 ◆ 内 容  地域センターおよび区民集会所等の維持管理を行う。 

・光熱水費、電話料等、事務用・維持用消耗品、維持補修 

・委託関係：各種管理・清掃・定期点検等業務 

・管理運営委託（荏原区民センター・東大井区民集会所） 

         ・工事関係：地域センター・区民集会所等の改修整備 

◆令和２年度に予定している主な工事（地域センター・区民集会所） 

品川第一地域センター他 

（崎１）
照明 LED化工事 

大崎第一地域センター他 

（井 2、荏5、八潮） 
喫煙所改修工事 

品川第二地域センター他 

（井 3、荏3、八潮） 
防犯カメラ設置工事 

大崎第一地域センター 
第五・六集会室空調更新工事、第五・六集会室壁紙張替え

工事 

大井第一地域センター 
エレベーター改修工事、南大井文化センター駐車場改

修工事 

荏原第二地域センター エレベーター改修工事 

八潮地域センター 
発電機設置工事、北棟便所配管更正工事、館内放送設

備改修工事 

１０ ウェルカムセンター原・交流施設

◆ 予算額  ２４，６２９千円 

 ◆ 目 的   原小学校跡に、平成２０年９月２８日に開設したウェルカ

ムセンター原・交流施設において、地域住民で組織する運営

協議会に運営経費を助成し、地域での自主的な活動を育成、

支援する。 

◆ 内 容  ウェルカムセンター原の更衣室空調機工事・外階段塗装工事を

実施する。 
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１１ 青少年健全育成事業 

◆ 予算額  ３２，９６１千円  

◆ 目 的  青少年を取り巻く様々な課題に対して、行政と地域が一体となり、

より密着した青少年健全育成事業の実施を図る。 

（1） 地区委員会事業  

◆ 予算額  ２１，７８６千円

◆ 目 的  青少年の健全育成の一助を担い、各青少年対策地区委員会に事業を

委託する。 

◆ 執行実績                    令和２年4月１日時点 

30年度実績 元年度実績 ２年度予算 

委員数 事業数 参加人数 委員数 事業数 参加人数 委員数 事業数 委託料 

品川第一 71 8 4828 76 9 4,419 55 9 1,491,200 

品川第ニ 85 13 4812 89 13 4,453 58 13 1,482,700 

大崎第一 125 6 1839 123 6 2,440 126 6 1,605,200 

大崎第二 97 11 4,572 93 10 4,242 90 10 1,456,100 

大井第一 70 8 8,644 68 11 10,736 61 9 1,700,500 

大井第二 39 9 5,127 38 10 7,564 37 10 1,474,900 

大井第三 61 10 1,145 65 11 990 50 11 １,488,700 

荏原第一 49 9 436 49 9 433 50 9 1,544,100 

荏原第二 55 5 7,805 56 6 5,579 54 6 1,463,700 

荏原第三 81 9 7,995 80 10 7,001 61 11 2,379,300 

荏原第四 60 8 2,380 61 7 3,424 47 6 1,577,900 

荏原第五 58 9 3,955 57 10 3,961 58 10 1,462,100 

八  潮 20 11 13,756 22 15 21,242 20 14 1,486,300 

合  計 871 116 67,294 877 127 76,484 767 124 20,612,700 

備考 早川町との交流事業を実施。３０年度:荏原第一 元年度:大井第三 ２年度:荏原第三 
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（2）地区委員会連合会事業  

◆ 予算額  １１，１７５千円

◆ 目 的  青少年の健全育成活動の一層の充実と地区委員相互の交流を図るた

め、品川区青少年対策地区委員会連合会に事業を委託する。また、

地区委員・地区委員会事業参加者保険に加入をする。 

東京オリンピック・パラリンピック２０２０の機運醸成を図るため、

ホッケーほか各種競技の青少年に向けた啓発事業を委託する。 

◆ 内 容  地区委員会連合会コミュニティ・スクール 

地区委員研修会(日帰り) 

地域環境実態調査 

中学生の主張大会 

スポーツ交流事業 

オリンピック・パラリンピック啓発事業 

地区委員・地区委員会事業参加者保険 

◆ 執行実績 

①地区委員会連合会コミュニティ・スクール 

健全育成指導者および関係者の青少年健全育成に関する知識の向上を目的に実施

した。 

日  時  令和元年５月１６日（木） 

場  所  第三庁舎 講堂 

内  容  講演「スポーツで令和を楽しく生きる～メダリストからのメッセ

ージ～」 

講  師  山本 博氏(日本体育大学教授) 

参加人員  地区委員他 １３５名 

②地区委員研修会 

各地区の地区委員の資質向上と活性化および親睦を図ることを目的に実施した。 

日  時  令和元年６月１５日（土） 

場  所  埼玉県川越市・日高市・鴻巣市 

内  容  情報交換および地区委員の交流 

参加人員  地区委員７２名と事務局４名 

③地域環境実態調査 

      区内全域において、各地区委員の協力のもと、青少年に悪影響を及ぼす施設
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等を調査し現状把握の一助とした。 

・ 区内のレンタルビデオ店や青少年に有害な自販機の調査 

・ 書店、コンビニエンスストア等における有害図書における区分陳列・包装状

況の調査 

・ カラオケボックス、まんが喫茶、テレクラ店の店舗数の調査 

・ 風俗看板、ポスター等の調査 

日  時  令和元年６月～８月末 

場  所  区内全域 

④中学生の主張大会 

中学生の自立性・社会性を育てる機会とするとともに、地域の青少年健全育

成指導者等が中学生に対する理解を深めることを目的に実施した。 

日  時  令和元年１２月１４日（土） 

場  所  立正大学品川キャンパス石橋湛山記念講堂 

内  容  発表のテーマは自由。ただし、中学生が社会の一員として地域や

学校のなかで、日常生活を通して経験したことや、さまざまな活

動を通じて感じたこと・意見などをまとめたものとする。 

区立１５校から一名の代表者による主張 

参加人員  中学生・PTA・地区委員他 ３５７名 

⑤スポーツ交流事業  

各種スポーツを通じて、各地区の意見交換および親睦を目的に実施した。 

日  時  令和２年１月１８日（土） 

場  所  総合体育館 アリーナ 

内  容  ボッチャ体験・ソフトバレー体験・ボルダリング体験 

参加人員  地区委員 ９０名と事務局４名 
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⑥令和元年度オリンピック・パラリンピック啓発事業 

（ア）区民まつり 

 実施日時 場所 参加者数 備考 

大崎第一 
８月３日（土） 

１５時～１７時 
日野学園前歩道 ９０人 ボクシング 

大崎第二 
７月２８日（日） 

１１時～１５時 
三木小学校 ２４１人 ホッケー 

八潮 
７月１３日（土） 

１５時～１７時 
八潮多目的広場 １２２人 ホッケー 

合計 ４５３人  

     ※参加者数は、付添いの保護者を除く。 

（イ）補助２６号線記念イベント にぎわいイベント 

       実 施 日 令和元年１１月３日（日） 

場  所 しながわ中央公園西側 

内  容 ボルダリング体験・トランポリン体験・フェンシング体験 

参 加 者 ６８２人 

（ウ）山北交流事業【大崎第一地区委員会】 

       実 施 日 令和元年１１月１７日（日） 

       場  所 旧清水中学校 ひだまりの里 

       内  容 ホッケー体験 

       参 加 者 ９０人 

（エ）子どもフェスティバル【大井第一地区委員会】 

       実 施 日 令和２年２月１６日（日） 

場  所 南大井文化センタースポーツ室 

内  容 ボッチャ体験 

参 加 者 ２７１人 
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（3） 明るい家庭づくり啓発活動 

◆ 根 拠  青少年問題協議会「品川区青少年健全育成基本方針」 

◆  目 的  家庭が青少年の人格を形成するうえで最も重要な場であることに則

り、親と子のふれあいを目的とした事業を行うことなどを通じて、

明るい家庭づくり運動の趣旨を普及啓発していく。 

◆ 内 容  明るい家庭づくり運動の啓発 

◆ 執行実績 「明るい家庭づくり」啓発事業

         各地区ごとに実施  参加人員９，０１２名 

◆ 該当事業  

・親子たこあげ大会（品川第一地区・品川第二地区合同）      １２１名 

・親子で楽しむ冨津の自然！潮干狩りと海苔手作り体験！ 

（大崎第一地区）                        １３４名 

・第３９回大崎第二運動会（大崎第二地区）            ５８５名 

・親子バスハイク（大井第一地区）                ２０３名 

・子どもカーニバル（大井第一地区）               １,７１５名 

・第５１回連合大運動会（大井第一地区）            １,５５２名 

・子どもボウリング大会（大井第一地区）               ５８名 

・子どもフェスティバル（大井第一地区）             ５０５名 

・親子参加事業 雪遊び１６（大井第二地区）           １３９名 

・「富士急ハイランドで遊ぼう！スケート＆遊園地 冬でも外遊び！ 

親子で冬を楽しもう！」（荏原第一地区）              ９１名 

・親子ハイキング（荏原第二地区）                 ２７３名 

・野外親子のつどい（荏原第三地区）                ３０５名 

・スポーツ交流会（荏原第四地区）                 ４３０名 

・親子レク「沼田さくらんぼ狩り」（荏原第四地区）        １２８名 

・第３６回小学生マラソン大会（荏原第四地区）           1,5４２名 

・春のイベント（荏原第五地区）                  １２３名 

・運動会（荏原第五地区）                     ８００名 

・秋のイベント（荏原第五地区）                  １４３名

・親子わくわく体験会（八潮地区）                  ９２名 

・親子ふれあい体験会（八潮地区）                  ７３名 
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１ 基幹統計調査等 

◆ 予算額  ２３７,６６０千円  

◆ 目 的  各種統計調査の実施により、行政施策の計画・執行に寄与する。 

◆ 根 拠  統計法 

◆  内 容  令和２年度に実施する統計調査 

＜5年周期で実施する調査＞ 

（１）国勢調査 

① 主  管  総務省 

② 対  象  居住するすべての人・世帯 

  ③ 調査基準日  10月１日 

④ 調査内容  氏名、性別、出生の年月、従業状態、住居の種類等１９項目 

（2）令和３年経済センサス活動調査 準備事務 

① 主  管  総務省・経済産業省 

   ② 対  象  全事業所・企業（農林漁家等除く） 

  ③ 調査基準日  令和３年６月１日 

④ 調査内容  名称、所在地、開設時期、従業者数、主な事業の内容、事

業別売上（収入）等 

⑤ 準備事務  令和３年に実施する調査の対象確認および協力依頼 

   （３）農林業センサス 

      ① 主  管  農林水産省 

      ② 内  容  2020年農林業センサス実施後の名簿等の整備 

＜毎年実施する調査＞ 

（１）工業統計調査  

① 主  管  総務省・経済産業省 

   ② 対  象  製造業に属する事業所 

  ③ 調査基準日  ６月 1日 

④ 調査内容  従業者数、製造品名、製造額等 

   （２）学校基本調査    

① 主  管  文部科学省 

   ② 対  象  区・私立幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高校、 

専修・各種学校 

     ③ 調査基準日  5 月 1日 

④ 調査内容  名称、所在地、学級、教員職員数、児童生徒の状況等 

（３）建設工事統計調査（受注動態統計調査・施工統計調査）  

① 主  管  国土交通省 

   ② 対  象  建設業許可業者から抽出された事業所 

Ⅲ 統計係 
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     ③ 調査基準日  （受注動態統計調査）毎月末日 

（施工統計調査）   7 月 1日 

④ 調査内容  建設工事の毎月受注状況および年間工事高・受注総額等 

（４）経済センサス調査区管理 

    ① 主  管  総務省 

      ② 対  象  平成 21年経済センサス－基礎調査にて設定した調査区    

③ 修正報告基準日   ４月 1日 

④  内  容  経済センサスにおける調査区台帳の管理、情報の修正 

   （５）経済センサス-基礎調査（乙調査） 

  ① 主  管  総務省 

      ② 対  象  区立のすべての事業所 

③ 調査基準日   ６月 1日 

④  内  容  事業所の名称、所在地、活動状況等 

２ 統計調査員の確保対策事業 

◆ 予算額 ４３０千円  

◆ 目 的 各種統計調査を円滑に実施するため、統計調査員を確保し、その資質の向

上をはかる。 

◆ 根 拠 統計調査員確保対策事業実施要領 

東京都統計調査員確保対策事業実施要綱 

      品川区統計調査員登録要綱 

◆ 内 容 （１）統計調査員の登録（平成２４年度より公募を実施） 

（２）講習会、研修会の実施等 

３ 統計資料の作成 

◆ 予算額 ５０５千円  

◆ 目 的 統計資料の作成と提供 

◆ 内 容  （１）「住民基本台帳による世帯と人口」「年齢別人口報告書」 

         「町丁別および男女年齢別人口表」の作成、公表（毎月） 

（２）冊子「品川区の統計20２０」の刊行

（３）「品川区の統計」および上記（１）等の区ホームページ公表

４ 統計調査事務費 

◆ 予算額 １,１２９千円  

◆ 目 的 統計事務全般を円滑に行うための事務費、研究費、維持費 

◆ 内 容  統計調査支援システム運用委託費
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１ 水と緑の市町村との交流事業 

◆ 目的 

水と緑に象徴される自然環境の豊かな市町村との交流事業を通じて、健全

で潤いのある区民生活の実現を図る。 

◆ 根拠 

  品川区「水と緑の市町村との交流事業」基本構想（昭和61年度策定）

◆ 内容 

  神奈川県山北町は、昭和63年４月18日に「水と緑のふれあい交流協定」

に調印。また、山梨県早川町は、平成２年４月19日に「ふるさと交流協

定書」に調印し、区はその協定書の趣旨をふまえ、文化などの交流事業を

拡充し、区民が山北町と早川町に親しみ、交流しやすい条件整備を行う。 

  一方、阪神・淡路大震災を契機に、山北町および早川町と災害時の相互援

助協定も締結し、もしもの時には相互で助け合う体制づくりも行われてい

る。 

◆ 交流提携自治体 

自治体名 

（所在地） 

山 北 町 

（神奈川県足柄上郡） 

早 川 町 

（山梨県南巨摩郡） 

提携日 昭和 63年４月1８日 平成２年４月1９日 

面 積 224.61ｋ㎡ 369.９6ｋ㎡ 

人口（令和２年４月1日） 10,057人 1,018人 

まちの特徴 

丹沢湖や「名水」「森林浴

の森」「日本の滝」「名木」

と全国百選に4つ認定さ

れた観光のまち 

町の面積の95.5％が山

林の渓谷型山村で温泉な

ど活かした観光と、農林

業が基盤のまち。 

温泉（９ヵ所）は湯量豊

富 

特産物 

足柄茶・みかん・キウイ・

茸・すっぽん加工品 

コンニャク・茸・みそ・

ハム・ウインナー・ 

ワイン・雨畑硯 

Ⅳ 市町村交流担当 
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２ 神奈川県山北町（ふれあい交流） 

◆ 予算額 5,494 千円 

◆ 内容 

（1） 山北町が主催するイベントへの団体等の派遣事業 

① 洒水の滝まつり（区の郷土芸能である八潮太鼓之会を派遣） 

② 丹沢湖花火大会（区の郷土芸能である大井権現太鼓保存会を派遣） 

  （2） 山北町における区主催事業 

      ■「ひだまりの里」での交流事業 

      「ひだまりの里」のふれあい区民農園を利用して、貸し農園、協

働農園の事業を行い、区民に地元の方との心のふれあいと健康的

でゆったりとした時間を過ごす機会を提供する。 

① 貸し農園 

■利 用 期 間：3月１日～翌年２月末まで 

■貸し出し区画数：168区画（全体181区画・協働農園13区画） 

■貸し出し区画：４区画まで 

■利 用 料 金 

一坪農園（約15㎡） 

１区画 ５,00０円 

※一坪農園を２区画以上利用の場合、

2,000円の割引をする。 

30㎡農園 １区画 8,00０円 

② ふれあい協働農園（５区画） 

全 10回 ３月～12月の主に第３日曜日 

※平成３０年度から活動休止中（令和2年度中に活動再開予定） 

（3） 区民の施設利用 

    ① 「ひだまりの里」施設の利用 

      山北町と品川区で整備した「ひだまりの里」で、区民がオートキ

ャンプ場、テニスコート、クラブハウスを利用する際の優先利用

の便宜を図る。 

      オートキャンプ場（区民） ４，０００円（ＡＣ電源付き） 

      デイキャンプ（区民）   ２，０００円 

      テニスコート（区民）平日 1時間７２０円 1日５，０４０円 

                休日 1時間８２０円 1日５，７４０円 
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② 協定旅館制度（宿泊施設） 

宿泊協定制度を設け、区民が割引（１割引）料金で宿泊施設を利

用できる。 

所在地 施設名 

西丹沢の中川温泉 旅館 

信玄館 

魚山亭やまぶき 

ホタルの里蒼の山荘 

丹沢ホテル時之栖 

丹沢湖畔 旅館 落合館 

  （４） 交流パンフレット作成 

      山北町の民宿・旅館の割引宿泊制度や「ひだまりの里」の利用手

続き等をＰＲする。 

（５） 交流拠点「ひだまりの里」の管理運営 

平成８年４月１日にオープンした交流拠点「ひだまりの里」は、

品川区と山北町が共同で設立した「ひだまりの里運営協会」が管

理運営を行う。 

      施設は、管理棟（クラブハウス）、テニスコート、自然公園、ふれ

あい協働農園、貸し農園、オートキャンプ場など。 

（６） 交流拠点「ひだまりの里」の概要 

  ① 管理棟（クラブハウス）      １棟 

    ② テニスコート           ４面 

    ③ ふれあい協働農園、貸し農園  １８１区画 

    ④ オートキャンプ場 電源あり   １４サイト 

               電源なし   １８サイト 
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◆ 令和元年度事業実績 

（1） 山北町が主催するイベントへの団体等の派遣事業 

   ① 「洒水の滝まつり」は台風により中止（7/２8） 

② 「丹沢湖花火大会」に大井権現太鼓保存会４１人参加(8/10) 

  （2） 山北町における区主催事業 

① ひだまりの里・貸し農園 

利用期間 3月１日～翌年２月末まで 

  参加者数  ３６組 １３２区画 

② ふれあい協働農園 

※平成３０年度から活動休止中（令和2年度中に活動再開予定） 

（３） 区民の施設利用 

  ① ひだまりの里 

     利用者数 2,034人 

② 協定旅館制度（宿泊施設） 

利用者数   ４１人 

③ 交流人員 

     利用者数  4,247人 

◆ 交流人員年度別実績                   （人） 

山北町 
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

4,200 4,400 4,272 4,348 4,247 
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３ 山梨県早川町（ふるさと交流） 

◆ 予算額 17,286 千円 

◆ 内容 

（1）  早川町が主催するイベントへの団体等の派遣事業 

① 山菜まつり（5/3） 青稜中学校・高等学校吹奏楽部を派遣 

  （2） 早川町における区主催事業（事業者委託ツアー） 

 ①  田植え体験と春の奈良田の里温泉（5/9～5/10） 

早川町で地元の方の指導を受けて、田植えの山村農業を体験し、早

川北小学校の児童とも交流する。 

② 森林体験とホタル観察（6/27～6/28） 

「マウントしながわ」において、森林体験（木の伐採や森につい

ての学習）を行い、その夜ホタルの観察をし、早川町の大自然に

触れ、体験等を通じて早川町の方々との交流を深める。 

③ 虫取りと川遊び体験（7/18～7/19） 

南アルプスの麓で虫とりや川遊びをして、ゆったりとした夏の遊

びを楽しみながら、自然体験と地元の人々との交流を行う。 

④ 稲刈り体験とお餅つき（9/12～9/13） 

早川町で地元の方の指導を受けて、早川北小学校の児童とともに稲

刈り体験を行う。 

⑤ 奈良田温泉とそば打ち体験（10/17～10/18） 

１日目に奈良田の里を散策。２日目はそば打ち体験を行い、その

そばを昼食とする。

⑥ 紅葉の赤沢宿散策（11/21～11/22） 

１日目は赤沢宿を散策し、２日目はきのこ狩り体験を行う。 

⑦ 伝統のみそ作り体験と星空観察（12/12～12/13） 

１日目は、みそ作りをしている集落の散策とみそづくりの準備を

行い、夜は星空観察。２日目は、みそ作りを体験し、作ったみそ

をお土産にする。 

⑧ メイプルシロップ作り体験（2/6～2/7） 

１日目は、早川町にあるイタヤカヤデから樹液を採取し、2 日目

は採取した樹液からメイプルシロップを作りお土産にする。 

⑨ 温泉巡りと鹿肉・シシ鍋料理を楽しむ会（2/27～2/28） 

１日目に早川町の秘湯、西山温泉で入浴し、夕食で本場のシシ鍋

料理等を味わう。２日目は奈良田の里温泉に入浴し、周辺を散策

する。 
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  （3） 区民の早川町への訪問支援 

    ① 交流宿泊施設「ヘルシー美里」・「野鳥公園キャビン」、「ヴィラ雨

畑」の宿泊補助制度交流事業の推進を図るため、交流の拠点であ

る町営の光源の里温泉「ヘルシー美里」・「野鳥公園キャビン」、硯

の里温泉「ヴィラ雨畑」の宿泊料を一部助成する。 

② 早川町を訪れる区民のための交通手段の確保 

交流宿泊施設「ヘルシー美里」・「野鳥公園キャビン」、「ヴィラ雨

畑」を利用される区民（自家用車は除く）の交通の利便性を図る

ため、早川町のタクシー運送会社と契約し、交通費を助成する。 

また、町営バスの団体利用について予約等し確保する。 

③ 協定旅館制度（宿泊施設） 

宿泊協定制度を設け、区民が割引（１割引）料金で宿泊施設を利

用できる。 

 所在地 施設名 

旅館 
西山温泉 

慶雲館 

蓬莱館 

七面山温泉 俵屋旅館 

町営 
大原野 ヘルシー美里 

本館 

コテージ 

キャビン 

雨畑湖 ヴィラ雨畑 

④ 交流宿泊施設「ヘルシー美里」附帯施設の体験農場を設置 

区民の宿泊者等に農作物の収穫体験をする場を提供する。 

  （４） 交流パンフレット作成 

      早川町の民宿・旅館の割引宿泊制度や利用手続き等をＰＲする。 

（５） 「マウントしながわ」里山活用事業 

      早川町と平成 19 年 5 月に調印した「マウントしながわ」里山利

用に関する協定書の趣旨を踏まえ、早川町の町有地、通称「丸山」

を区民の里山として借り受け、自主的団体を組織し、下刈り、枝

打ちなどの維持作業や都会では味わえない各種の森林体験など、

山に親しむ活動を推進していく。また、伐採した間伐材を区民に

有効的な活用を研究している。（令和2年度は４回実施予定） 
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（６） 交流 30周年記念事業 

     交流 30 周年を迎えるにあたり、「マウントしながわ」にて植樹等

の記念事業を実施する。 

◆ 令和元年度事業実績 

（1） 早川町が主催するイベントへの団体等の派遣事業 

 山菜まつり ５月３日に青稜中学校・高等学校吹奏楽部を派遣  

生徒・教諭等 60人が参加 

（2） 早川町における区主催事業 

① 田植え体験と春の奈良田の里温泉 

日程 5月１1日～5月12日     区民３8人が参加 

② 森林体験とホタル観察 

日程  6 月 22日～6月 23日      区民 31人が参加 

③  虫取りと川遊び体験 

       日程 7月１3日～7月15日     区民 37人が参加 

④ 稲刈り体験とお餅つき 

日程 9月 7日～9月 8日       区民 21人が参加 

⑤ 奈良田温泉とそば打ち体験 

    日程 10月 12日～10月 13日   ※中止（台風） 

⑥ 紅葉の赤沢宿散策 

日程  11月 16日～17日      区民 8人が参加 

⑦ 伝統のみそ作り体験と星空観察 

    日程 12月 14日～12月 15日    区民 39人が参加 

⑧ メイプルシロップ作り体験 

    日程 2月 8日～2月 9日       区民 20人が参加 

   ⑨ 温泉巡りとシシ鍋料理を楽しむ会   

日程 2月22日～2月23日     ※中止（新型コロナウイルス）

（3） 区民の早川町への訪問支援 

    ① 交流宿泊施設「ヘルシー美里」・「ヴィラ雨畑」の宿泊補助 

宿泊補助者数       693人 

② 早川町を訪れる区民のための交通手段の確保 

           利用者数               0 人 

③ 協定旅館制度（宿泊施設） 

利用者数        113人 
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④ 交流人員 

利用者数      2,292人 

（４） 「マウントしながわ」里山活用事業 

    参加者数  54人（全４回） 

◆ 交流人員年度別実績                  （人） 

早川町 
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

2,690 3,317 2,205 2,436 2,292 
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４ 交流都市連携事業 

◆ 目的 

  東京の一極集中により地方との経済格差がおおきくなっている状況にあ 

る。また、人口減少社会を迎えるなかで地域の崩壊や経済の衰退などが懸 

念されており、地域の活性化が求められている。 

東京２３区では人材の交流、経済、生活全般にわたり、全国各地域に支え 

られ成り立っている。 

そこで、東京２３区と全国各地域の長所を活かし、足りないところを補完 

しあい、東京を含め全国各地域の活性化、そして元気につながる取り組み 

を推進する。 

◆ 根拠 特別区全国連携プロジェクトの取り組みについて＜趣意書＞ 

     （平成２６年９月１６日） 

◆ 予算額  6,786千円 

◆ 事業内容 

（１）交流都市地方物産展（千葉県物産展フェアと一本化） 

１．日 程 令和 3年 2月 17日（水）～21日（月）（予定） 

２．時 間 午前１０時から午後7時 

（ただし、21日は午後6時まで） 

３．場 所 イオンスタイル品川シーサイド 

（東品川4-12-5） 

４．対 象 品川区と市町村交流、災害協定、文化、観光、特別区全国 

連携プロジェクト等でつながりのある自治体・関係団体 

５．出 店  13県 20自治体（予定） 

宮古市（岩手県）、福島市・富岡町（福島県）、大多喜町・ 

      八街市・白子町・東金市・成田市・香取市（千葉県）、 

山北町（神奈川県）、十日町市（新潟県）、坂井市（福井県）、 

飯田市（長野県）、早川町（山梨県）、京都市（京都府）、 

福山市・広島市（広島県）、下関市（山口県）、高知市（高 

知県）、長崎市（長崎県）  

６．出 品 地元特産品等（食品、食品以外［工芸品等］） 

７．その他 出店団体等の観光等のPR活動を実施 
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（２） 坂井市区民交流ツアー 

１．日  程 令和 2年 10月 10日（土）～12日（月） 

２．宿泊場所 竹田農山村交流センター ちくちくぼんぼん 

       （福井県坂井市丸岡町山口６０－８） 

３．参加定員 ４０名（最少催行人数３０人） 

４．参 加 費 大人（中学生以上）2万円 

 小学生以下    1 万５千円 

５．行程予定 10月 10日（土） 

東京駅→北陸新幹線→金沢駅→バス→三国地区散 

策・昼食→三国提灯づくり体験→バス→宿泊場所・ 

夕食・就寝 

10月 11日（日） 

朝食→クラフト体験→昼食（バーベキュー）→バス 

→丸岡地区散策・「丸岡古城まつり」参加→バス→宿 

泊施設・夕食・就寝 

10月 12日（月） 

朝食→バス→東尋坊観光（遊覧船）→昼食→バス→ 

金沢駅→北陸新幹線→東京駅・解散 

◆ 令和元年度事業実績 

（１）交流都市地方物産展 

  １．日 程 令和元年10月 23日（水）～28日（月） 

  ２．時 間 午前１０時から午後8時 

（28日は午後7時まで） 

  ３．場 所 イトーヨーカ堂大井町店 

（大井1-3-6） 

  ４．対 象 品川区と市町村交流、災害協定、文化、観光等でつながり 

のある自治体・関係団体 

５．出 店 8県 12自治体（14事業者） 

宮古市（岩手県）、福島市（福島県）、大多喜町・八街市・ 

白子町・東金市・成田市（千葉県）、山北町（神奈川県）、 

十日町市（新潟県）、坂井市（福井県）、飯田市（長野県）、 

福山市（広島県）  

６．出 品 地元特産品等（食品、工芸品等） 

７．その他 出店自治体のシンボルキャラクターの来店、観光PRブー 

スの設置（パネル展示、パンフレット・チラシ配布等） 
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（２） 坂井市区民交流ツアー 

１．日  程 令和元年8月3日（土）～5日（月） 

２．参 加 者 38名 
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１ 協働推進事業 

◆予算額   ２０，７３３千円

◆事業開始  平成20年度 

◆目 的

地域課題や社会的課題解決に向け活動している区民との協働を推進し、また、

活動している区民活動団体を育成支援することで、品川区基本構想の理念の一つ

である「区民と区との協働で『私たちのまち』品川区をつくる」の実現をめざす。 

◆内 容 

（１）しながわ地域貢献活動展の開催 

区内で公益活動をしているＮＰＯ法人、ボランティア団体、町会・自治会、

商店街、地域貢献活動をしている企業、行政等が実行委員会形式で運営し、団

体の出会いの場づくりとして活動の紹介を行うことで団体同士のネットワー

クづくりを進めていく。 

（２）協働ネットワークしながわの支援 

   区内で協働について関心のある人や社会貢献活動をしている人々のネット

ワークの拡大と協働関係の構築を進めることにより、地域活動の裾野を広げ、

区民の協働による豊かなまちづくりをめざす。 

① 協働ニュース【品聞
しなもん

】の発行・・・区内の協働に関する情報の発信 

② 見学会・・・活動を知るための団体訪問 

③ 研修会・・・会員を主な対象に、活動に必要な知識を身に付けるための

講座や講演会を開催 

④ 区民向け講座・・・会員外の個人・団体を主な対象に、協働推進のため

の講座を企画 

（３）喫茶コーナーの運営 

   こみゅにてぃぷらざ八潮利用者への飲食の提供と交流の場づくり等を目的

とし、団体の専門性を活かした運営を行うことで、地域の活性化をめざす。 

（４）地域振興基金 

地域振興を図るため、社会貢献活動その他公益の増進に寄与する活動を行う 

団体を支援することを目的に創設。広く区民に寄付金を募る。 

「地域振興基金条例」(品川区条例第３号) 平成21年3月31日公布 

（５）地域振興基金を活用した区民活動助成制度 

地域振興基金を活用し、公益活動に取り組んでいる区民活動団体を対象に、

地域課題や社会的課題解決のために行う事業に資金助成をおこなうことによ

り、区民活動団体の育成を図る。 

Ⅴ 協働推進係 
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また、年度末に区民公開の活動報告会を開催し、地域との連携の創出を図る。

※活動報告会は令和元年度より実施 

① 助成額 

チャレンジ助成  ：助成対象経費の３分の２以内（上限５０万円まで） 

スタートアップ助成：助成対象経費の４分の３以内（上限３０万円まで） 

※設立からおおむね５年以内の団体のみ 

② 広報紙、区ＨＰ、区民活動情報サイト（しながわすまいるネット）等で

公募。

③ 審査会を設置、第１次審査（書類審査）、第２次審査（面接審査）を経て

選考。

（６）協働推進室（こみゅにてぃぷらざ八潮内）を活用した区民活動支援 

   品川区内で地域課題や社会的課題解決のために活動している非営利団体に、

事務室機能を備えた部屋等活動の拠点となる場を提供することによって、区民

による区民のための多様な公益活動の活性化を図る。また、団体の立ち上げを

支援し、住みよい地域づくりに向けた自主的な活動をさらに活発化していく。 

   ① 活動拠点室：個室８室、ブース型１０ブース（４人用５ブース、２人用 

３ブース、１人用２ブース） 

名称 部屋タイプ 部屋数 広さ 使用料 

活動拠点室(一) 個室 8室 約30㎡ 10,000円／月 

活動拠点室(二) 4人用ブース 5ブース 約10㎡ 6,000円／月 

活動拠点室(三) 2人用ブース 3ブース 約5㎡ 3,000円／月 

活動拠点室(四) 1人用ブース 2ブース 約2.5㎡ 1,500円／月 

② 交流スペース：オープン型１室、教室型２室（無料） 

名称 部屋タイプ 定員 

第１交流スペース オープン 39人 

第２交流スペース 教室 36人 

第３交流スペース 教室 90人 

③ 有料ロッカー：３１台 ※交流スペース利用団体

     ６サイズ、100円～800円／月 

（７）区民活動情報サイトの運用 

   区民活動団体の自立と、活動を広げていくことをめざす区民活動情報サイト

（しながわすまいるネット）において、様々な分野の団体・サークル等の情報

を集め、活動の紹介、メンバー募集やイベント案内などを、自ら発信・検索を

行う場を提供することで、活動の活性化を図る。

   運営については、しながわすまいるネット運営委員会に委託し、入力サポー

ト相談等を行っている。 
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（８）クラウドファンディング応援事業 

地域振興基金を活用し、過去に区民活動助成を受けたことがある団体が、ク

ラウドファンディングを活用して資金調達を行う場合、その一部を補助金とし

て交付することにより、団体活動を支援するとともに、団体の自立化を促す。 

※平成３０年度より実施 

（９）コラボレーションサポート 

   地域で社会的課題の解決に取り組んでいる地域貢献活動団体の活動情報を

区民と区、または区民同士が共有するために、地域貢献活動紹介冊子を発行。

各団体の活動紹介の他、地域、他の団体・個人と協働したいことを掲載し、協

働の機会の創出を図る。  ※令和元年度より実施 

   また、先進的にNPOへ中間支援を行っている団体による、団体への相談会

を実施し、団体活動の充実とともに、様々な団体同士の連携を図る。 

※令和2年度より実施 

◆執行実績 

（１）しながわ地域貢献活動展の開催（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

日  時    令和２年２月２２日（土） 

  会  場    品川区立総合区民会館７階イベントホール 

参加予定団体  ６０団体 

来 場 者     

（２）協働ネットワークしながわの支援 

    会員数   個人：38名 団体：48団体（令和2年3月31日現在） 

① 協働ニュース【品聞
しなもん

】 年４回発行 

  25号6/24、26号9/25、27号12/２0、28号3/25 

②見学会（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

東京臨海広域防災公園「そなエリア東京」３月１９日（木） 

③研修会 

 「SDGsってな～に？～世界の共通目標を学ぼう～」１１月２７日（水）２４名参加 

     講師：（一社）環境パートナーシップ会議 星野智子氏 

④区民向け講座  

地域活動・NPO活動団体基礎講座～夢をかなえる団体になるために～ 

(ⅰ)法人格編   ７月２５日（木） ２４名参加  

(ⅱ)広報編①、② ９月１１日（水）、９月２５日（水） 計５４名参加 

(ⅲ)資金編    ２月 ５日（水） ３２名参加 
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（３）喫茶コーナーの運営

運営団体  ＮＰＯ法人みんなの食育  平成23年11月オープン 

営業日時  年末年始および毎月第2火曜日・第2水曜日を除く毎日 

         午前10時～午後5時 

（４）地域振興基金 

令和元年度寄付金総額     ３，４１５，５５２円 

令和元年度地域振興基金利子    １７０，６５０円 

令和元年度末基金額    ６３９，９４８，６４９円 

（５）令和元年度区民活動助成制度 

応募件数      15件 

採択事業      12事業 

 ●みんなでつくる親子ひろば「そとぼ～よ！」＠文庫の森【(特非)そとぼ

ーよ】 

    ●美容ボランティア人材養成事業【(特非)プラチナ美容塾】 

    ●楽しい iPadライフを始めよう！～重度心身障害の方も一緒に～【(特 

非)ICT救助隊】 

●第四回『健康講話』【品の輪 ～品川区リハビリテーションネットワーク

～】 

●第２弾！「生活に役立つスマホ活用術」講座～高齢者・視覚障がい者の

快適生活を目指して～【生活工房ひとくふう】 

●活き活きシニアサロン【(特非)八潮ハーモニー】 

●親子で落語ミュニケーション【(特非)品川こども劇場】 

●西大井多世代交流プロジェクト【けめカフェ】 

●育児交流サロン【東京有閑倶楽部】 

●品川宿・宿場文化研究【品川宿史談会】 

●第19回八潮音楽祭（多世代交流と地域づくりを目指して）【(特非)地域

の音楽・芸術活動を支援・制作する会MAPLO】 

●お話とコンサート【ト音記号の会Ⅱ】 

令和元年度補助総額    １，９１１，00０円 
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＜補助総額等実績＞ 

 申請件数 採択件数 補助総額 

２１年度  ９件 ８件 1,917,000円 

２２年度 １２件 ８件 2,360,000円 

２３年度  ８件 ４件 1,201,000円 

２４年度  ８件 ５件 1,988,000円 

２５年度 １２件 ６件 1,729,000円 

２６年度 ７件 ５件 1,260,000円 

２７年度 １１件 8件 2,074,000円 

２８年度  ９件 ８件 1,874,000円 

２９年度 ２２件 １８件 3,592,000円 

３０年度 ２０件 1７件 3,199,000円 

元年度 １５件 １２件 1,911,000円 

合計 １３３件 ９９件 23,105,000円 

※平成2７年度は採択８件のうち、１件事業中止。 

（６）協働推進室  

① 活動拠点室  入居団体数：１１団体（令和２年３月３１日現在） 

（（特非）エコタウンしながわ、（一社）皐月フットボールクラブ、Tecgenius

才能教育ネットワーク委員会、（特非）リディア、（一社）東海道品川宿スポ

ーツクラブ、（特非）八潮ハーモニー、品川ギターアンサンブル、（特非）

Com-Work、品川ホッケークラブ 2020、チーム潮クラブ、（一社）シニ

アコンシェルジュ協会） 

② 交流スペース 利用団体数：１８団体（令和２年３月３１日現在） 

         利用件数：合計１，３７０件／年※午前、午後、夜間毎 

【内訳】第１交流スペース ５２２件／年 

              第２交流スペース ５６７件／年 

              第３交流スペース ２８１件／年 

※交流スペース１については、修繕のため

令和２年３月より利用停止。 

③ 有料ロッカー 利用団体数：１０団体（令和２年３月３１日現在） 

（７）区民活動情報サイトの運用 

   登録団体数    ５３４団体 （内 町会・自治会 ２０１団体） 

   アクセス件数            約１１，０００件／月 

情報更新承認件数           １，０２１件／年 

入力サポート相談件数      ２５９件／年 
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（８）クラウドファンディング応援事業 

   令和元年度補助件数 １件（申請１件） 

    第５回健康・生きがいメッセ（補助金額 27,800円） 

（９）コラボレーションサポート 

   区民活動団体ガイドブック「しな活」発行 １,０00部 

   町会・自治会、学校、企業、福祉施設、区内各施設に配布 
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２ 支え愛活動 

◆予算額   ３，５１４千円 

◆事業開始  平成10年度 

◆目 的 

区民が、住み慣れた地域で安心した生活を送れるように、地域で手助けを必要

としている人々の日常生活を支援し、区民相互の助け合い活動を推し進める。 

◆内 容 

 １．地域活動課主催の事業  

（１）支え愛活動 

   地域センターごとに地域住民との情報交換や連携強化を図り、地域の支え合 

い活動の充実を図るため、支え愛活動会議を実施し、地域センターが支え愛活

動の拠点として役割を担うよう地域センターを支援する。 

（２）地域の自主的活動団体の支援 

「地域活動のひろば」（地域情報発信ボード）により、地域住民と活動団体

との情報交換を推進し、地域活動の活性化を図る。 

２．他課との連携事業  

（１）高年者懇談会（主催：民生委員協議会） 

   ７５歳以上のひとり暮らし高齢者の方の介護予防と健康、生きがいの充実を 

図るために、民生委員を中心に月１回（１月、８月を除く）集まり、会食や日 

常生活のお話、楽器の演奏などを楽しむ。 

（２）支え愛・ほっとステーション事業（主管課：福祉計画課） 

   身近な相談・コーディネート機能の充実を図るため、品川区社会福祉協議会 

へ委託し、地域センター内に福祉相談が気軽にできる窓口を開設。高齢者の方 

などの相談や必要なサービスへの調整を相談員が行う。 

◆執行実績 

（１）支え愛活動  令和２年3月３１日現在 

    各13地区で年間１～５回程度の地区支え愛活動会議を実施し、地区ごと 

に高齢者向けサロン、健康体操教室、異年齢交流事業等を企画。 

    ボランティア登録人数 １４３人（地域センターのみ） 

（２）高年者懇談会   

１０４回  参加延人数 ３，１９１人 

   （新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部中止） 
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３ 地域振興事業助成

◆予算額   ３，９００千円

◆事業開始  平成2年度 

◆目 的 

品川区１３地区町会・自治会連合会が実施する地域振興事業に対し、補助

金を交付し、地域に関心を持った区民や団体が協働して地域課題を考え解決

し、互いに助け合う連帯感に支えられた地域社会の形成を図る。 

◆内 容 

地域センター管轄区域毎の町会・自治会連合会が運営する「青少年の健全

育成」、「高齢者の支援」、「健康づくり・介護予防」、「地域の安全保持

（防災・防犯）」、「地域コミュニティの育成」などの課題について地域で

解決する地域振興事業に対し、助成金を交付する。 

◆執行実績 

令和元年度 

主

な

内

容

各地区において、町会・自治会連合会長が各種地域団体（青少年対

策地区委員会、防災地区協議会、高齢者クラブ等）に呼びかけ、各地

区の実情に応じた課題について各種地域団体の相互交流と意見交換を

行った他、研修会・講演会の開催、防災や福祉に関わる施設の見学、

地区文化祭などを行った。 
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１．地域住民と外国人との交流促進 

◆ 予算額  １０，６８４千円 

◆ 事業開始   平成２１年４月１日 

◆ 目 的   外国人が居住する地域の理解を図りつつ、地域と地域の外国人及び区

を訪れる外国人との交流を深め、地域における国際力の向上を促進でき

る事業展開をする。 

◆  根 拠  長期基本計画 

◆  内 容   

（1）多文化共生啓発 

      ・多文化共生講演会・講座の開催（令和2年度から） 

      ・やさしい日本語講座 

・在住外国人紹介番組作成 

・多文化共生等推進事業助成金（令和2年度から） 

     ・グローバル人材育成事業「国際人育成ワークショップ Bushido」 

  （2）大使館・領事館関連事業 

       区内イベントなどへの大使館等を通じた区民の文化交流 

◆執行実績  

（１）多文化共生の推進 

    2020年東京五輪・パラリンピック開催に向け、区民の国際力向上を図るととも

に、増加する在住外国人および品川区を訪問する、様々なバックグラウンドを持つ

外国人に対しての理解を深め、その対応を学ぶ。 

   ①外国人受け入れに関する講座の開催 

     やさしい日本語講座（令和元年度から） 

      区職員向け 令和元年10月18日実施 参加者12名  

職場企画研修として実施 予算は研修係 

      区民向け  令和元年11月20日実施 参加者24名  

②在住外国人紹介番組作成 

     ２０分番組 ５本製作 7月、9月、11月、1月、3月の隔月放送  

1本あたり１０回放送 

③グローバル人材育成事業「国際人育成ワークショップ Bushido」 

区内中学生を対象に２０２０年東京五輪・パラリンピックに向け、日本の伝統

文化について学び、英語で発信出来る国際人になることを目指した。 

Ⅵ 国際担当 
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「Bushido 2019」 古武道、和菓子、江戸木目込人形 

実施日：８/19午前、2０日午前、２１日午前、２3日午前、２４日午前・午後 

    会 場：荏原文化センター 

    募集定員：中学生２０人程度 

    参加者：２2人（古武道１０人、和菓子7人、江戸木目込人形5人） 

④しながわ宿場まつりへの外国人参加促進 

    実  施：令和元年９月２8日（土） 午後・夜間  おいらん道中他 

令和元年９月29日（日） 午前・午後  江戸風俗行列他 

実施場所：北品川旧東海道沿い、八ツ山～聖蹟公園～品川寺 

・「しながわ宿場まつり」の英語・中国語のチラシ作成 

     事前に宿場まつり周辺ホテルへのチラシ配布、設置依頼。 

・語学ボランティアによるチラシ配布 

当日、しながわ宿場まつりの江戸風俗行列に合わせ、外国人ボランティアに

よるチラシ配布と道案内等の対応を行った。 

⑤「英語少し通じます」町会・自治会等プロジェクト 

「英語少し通じます」プロジェクトは、2020年東京五輪・パラリンピック開

催に向けたおもてなしマインド育成と、現在、地域における外国人人口が増え

ている現状を踏まえ、英語が少し通じる地域環境にすることを目的に実施。 

第４回

開催日時：講座（座学 全２回） 

１回目  令和元年１０月２６日（土）１5時～１７時 

２回目      １１月 ２日（土）１５時～１７時 

     実施場所 大崎第一区民集会所 

参加人数 １０人 大崎第一地区防災協議会 

英語講師：ネイティブのアメリカ人講師に委託 

    その他：講座の参加者は、11月1０日(日)大崎第一地区防災訓練で外国人参加者

受け入れのボランティアを行った。 

⑥外国人おもてなし語学ボランティア育成講座 

東京都と協定を結び、共同事業として実施するもの。 

2020年東京五輪・パラリンピック開催に向けて、区民の国際力の向上を図る

とともに、在住外国人および品川区を訪問する外国人に対して日本への理解を深

めてもらう一環として、外国人が安心して滞在できるよう、街中で外国人に積極

的に声をかけ、道案内等が出来る語学ボランティアを育成することを目的として

実施。修了者は、都のおもてなし語学ボランティアとして登録される。 
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第１4回 

     開催日時：令和元年６月２日（日） 

     実施場所：品川区役所 

     修了人数：３８人（応募４５人） 

     コース内容：おもてなしコース（おもてなし講座 ３時間３０分×１回） 

第１５回 

     開催日時：令和元年１２月１５日（日） 

     実施場所：品川区役所 

     修了人数：４４人（応募５５人） 

     コース内容：おもてなしコース（おもてなし講座 ３時間３０分×１回） 

第1６回 

     開催日時：令和２年２月１6日（日） 

     実施場所：品川区役所 

     修了人数：４3人（応募５1人） 

     コース内容：おもてなしコース（おもてなし講座 ３時間３０分×１回） 

           区ボランティア『しな助』の研修として実施 

     ＊区内「外国人おもてなし語学ボランティア講座」全１6回修了者数 770人 

⑦品川区外国人関連団体連絡会議 

     実施日：令和２年2月１２日（水）午後２時～３時 

     会 場：区役所第二庁舎5階 ２５４会議室 

     出席者：５団体８人 

（NPO IWC国際市民の会、社会福祉法人 さぽうと２１、医療福祉法人  

昭和大学 国際交流センター、産業技術大学院大学 管理部管理課、 

公財品川区国際交流協会） 

  内 容：品川区の現状説明、多文化共生等推進事業助成金（令和２年度事業開始）、 

意見交換会。 

（２）大使館・領事館との連携 

     ①区内公立学校等との協力  

区内公立学校や地域、区内大使館・領事館等と協力し、東京 2020 に向け

た「世界ともだちプロジェクト」や「グローバル給食事業」、その他文化交流プ

ログラムなど、子どもたちなどへの国際交流の機会をつくる。 

・世界ともだちプロジェクト 6回 

・グローバル給食      1か国（コロンビア共和国） 

・品川寺を縁とした城南小学校とスイス大使館の交流 



-   - 62

・ザンビア共和国大使館による国紹介展（区3階渡り廊下） 

・タイ王国大使館と上大崎在宅介護支援センターの交流 

・コロンビア共和国ボッチャ選手と学校や地域の交流 

②イベントへの参加 

・令和元年５月２６日（日） エコフェスティバル参加  

ペルー総領事館紹介の伝統舞踊マリネラのステージと、フェアトレード製

品を含むペルー民芸品販売ブースの運営。 

・令和元年７月１４日（日） 八潮まつり参加  

ブラジル総領事館紹介のサンバ演奏とダンス 

台風のため出演中止 

   ③地区防災訓練への参加 

      地区総合防災訓練に、東京都防災（語学）ボランティア等の協力を得て、区

内大使館・領事館関係者に参加を呼び掛けた。 

       実施日：令和元年１１月１0日（日）午前９時～１１時３０分 

       会 場：大崎第一地区防災訓練 第一日野小学校 

       参加者：4カ国 3８人（ブラジル、ペルー、コロンビア、マリ） 

活動ボランティア：東京都防災語学ボランティア ７人 

英語少し通じますプロジェクト「大崎第一地区防災協議会」受講者による 

ボランティア10人 

    ④その他防災訓練等 

      コロンビア共和国大使館の大使館での防災訓練時に、区防災課とともに協力。 

       実施日：令和元年6月26日（水） 

       会 場：コロンビア共和国大使館 

       内 容：地震体験車、クンレンダーの体験。AR体験。 

       参加者：大使・公使、大使館職員とその家族。関係者等。 
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２．国際友好都市交流事業 

◆ 予算額  １０１，８１０千円 

◆ 事業開始 昭和６１年６月１１日 

◆ 目 的  姉妹・友好都市との交流とともに、地域での外国文化交流等を深める

など多様な国際交流の推進および、外国人に開かれた地域社会づくり

を通じて「暮らしが息づく国際都市品川」の実現を図る。 

◆ 根 拠  公益財団法人品川区国際友好協会補助金交付要綱 

（昭和６０年６月１１日制定） 

◆ 内 容 ① 国際交流一般事務費             １，５４３千円 

         国際交流事業に関する事務的経費  

② 姉妹都市等公式訪問団・受入れ        ３，０２１千円 

姉妹・友好都市等からの関係者を受入れるための経費 

③ 公益財団法人品川区国際友好協会  補助金  ９７，２４６千円 

ア．根拠  公益財団法人品川区国際友好協会補助金交付要綱 

（昭和６０年６月１１日制定） 

イ．協会設立目的 

   多様な国際交流の推進と外国人に開かれた地域社会づくりを

通じて、暮らしが息づく国際都市品川の発展に寄与し、もって

世界平和の維持に貢献する。 

 ウ．協会の沿革 

    昭和５９年１０月、品川区と米国メイン州ポートランド市と

が姉妹都市の提携をしたことを契機に、国際親善交流は行政が

主となって行うよりも民間レベルで行うことがより効果的であ

るとの考えから、昭和６０年３月に「品川区国際民間友好協会」

が設立された。当初は任意団体であったが、組織と性格を明確

にし、国際交流事業を積極的・継続的に実施するため、昭和６

１年３月に財団法人へ移行した。その後、平成４年３月に財団

法人品川区国際友好協会に名称を変更した。そして、東京都か

ら認定を受け、平成２４年４月１日に公益財団法人に移行した。 

エ．協会の主な事業 

  ・姉妹都市等親善推進事業  

・市民交流事業 

・啓発普及事業       

・広報調査事業 
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＜交流都市の概要＞ 

都市名 

（所在地） 

ポートランド市 

（米国 メイン州） 

ジュネーヴ市 

（スイス） 

オークランド市 

（ニュージーランド） 

交流の位置づけ 姉妹都市 友好都市 友好都市 

提携日 昭和５９年１０月１３日 平成３年９月９日 平成５年５月１７日 

面積 ５５．１９ｋ㎡ １５．９３ｋ㎡ 4，８９４ｋ㎡ 

人口 約６６,０００人 約２０５,０００人 約１,６４３,０００人 

まちの特徴 メイン州最大の都市で、

経済・文化の中心地。歴

史的な街並み、美しい海

岸線、高い評価をうける

飲食店などにより知ら

れ、特に夏は観光客でに

ぎわう避暑地として有

名。 

レマン湖の西端に位置し、

国際連合欧州本部をはじ

め数々の国際機関を有す

るスイスを代表する国際

都市。 

国全体の約3割の人が暮

らすニュージーランド最

大の都市。ヨーロッパ、

アジア、南太平洋、マオ

リの文化的多様性で知ら

れる。別名「シティ・オ

ブ・セイルズ（帆の街）」

とも呼ばれ、港に帆船の

並ぶ様は壮観。 

提携の理由 区内の史跡「大森貝塚」

の発見者であるエドワ

ード・シルベスター・モ

ース博士の生誕地であ

る繋がりから提携。 

区内「品川寺」の大梵鐘が

パリ（1867年）、ウィー

ン（1871 年）の万国博

覧会のため出品後に行方

不明になり、市内アリアナ

美術館で発見された繋が

りから提携。 

島国で、日本と位置関係

が地球の反対側で、区と

同様「非核宣言」を制定

しているNZを候補地と

して選定後、現在オーク

ランド市に合併されたマ

ウントロスキル区との交

流が発展し提携。 

交流内容 青少年ホームステイ派

遣または青少年スポー

ツ交流事業 

青少年ホームステイ派

遣・受入 

青少年語学研修派遣・受

入 

※１．広報しながわ 令和元年１２月１１日号  

姉妹・友好都市交流(ポートランド市、ジュネーヴ市、オークランド市)特集

を掲載  

  ※２．新型コロナウイルス感染拡大により、令和2年度オークランド市青少年語学研

修派遣と同年オークランド市青少年ホームステイ受け入れについて、協議のうえ

中止とした。 
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◆執行実績   

（１）国際友好都市交流事業 

①姉妹都市提携３５周年記念 公式訪問団派遣（ポートランド市） 

派遣：５名派遣 

 期間：令和元年７月１５日（月）～２０日（土）6日間 

    内容：ポートランド市庁舎表敬訪問等 

（２）公益財団法人品川区国際友好協会 補助金 

①姉妹都市等親善推進事業 

姉妹都市提携３５周年記念 公式訪問団派遣（ポートランド市） 

派遣：2名派遣（友好協会職員） 

期間：令和元年７月１５日（月）～２０日（土）6日間 

    内容：ポートランド市庁舎表敬訪問等 

②市民交流事業 

・ジュネーヴ市との交流 

    青少年ホームスティ【派遣】  １8人（子ども１6人・引率２人） 

令和元年7月30日（火）～８月１5日（木）１7日間 

・オークランド市との交流  

 青少年語学研修【派遣】 ３３人（子ども３０人・引率３人） 

  令和元年７月２7日（土）～８月２0日（火）２５日間 

＜年度別 交流事業実績＞  

 ポートランド ジュネーヴ オークランド 

派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 

平成２７年度 0 0 １８ 0 ３４ 0 

平成２８年度 0 0 0 １９ ３４ １９ 

平成２９年度 １４ ０ １９ ０ ３４ ０ 

平成３０年度 １８ １６ ０ １７ ３３ １８ 

令和 元 年度 0 0 １８ 0 ３３ 0 

交流事業実施 

以降の累計 
３,８０９ 

＊引率者・周年行事参加者含む 

・国際交流フェアへ協賛 

令和元年８月２４日（土） 

第６５回大井どんたく夏祭りで開催された「国際交流フェスタ」に協賛すると 

ともに参加。 

区内所在並びに友好都市の大使館６カ国、領事館１カ国が出店。 
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・面白いわ！しながわ 

 内容 外国人 ボランティア 参加者合計 

5/29（水） ホームビジット 5 1 6 

6/28（金） 

午前 

茶道体験 

講師1、通訳1 
7 4 13 

6/28（金） 

午後 

茶道体験 

講師1、通訳1 
6 4 12 

6/29（土） 
書道体験 

講師1、通訳1 
11 3 16 

7/ 5（金） 
たこ焼き・お好み焼き 

ランチパーティ 
6 1 7 

 9/8（日） 芸能花舞台出演 7 5 12 

3/15（日） ボランティア懇談会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  ・交流サロンにほんご で はなそう   

＊令和元年度後期は第三庁舎協会部分の工事のため実施せず 

21回実施（前期） 外国人参加者数          延１００人 

日本人ボランティア参加者数  延１６３人 

    3/15（日） ボランティア懇談会  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

③啓発普及事業 

・日本語教室 前期２０回 ７クラス 計８４人 託児1人 ＊後期中止  

（うち、防災体験教室 １回 計５５人） 

・英会話教室 前期２０回 ９クラス 計１６２人 ＊後期中止  

・やさしい英会話教室   ＊後期中止のため実施せず  

・日本語教室・英会話教室受講生交流会 １回 計８６人 

・お国自慢料理教室(第５７回) 計２１人（うち外国人8人） 

・生け花教室 前期１２回 １６人（うち外国人２か国６人）＊後期中止 

（4）広報調査事業 

国際友好だより ６回発行（各3,000部） 
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１ 生活安全推進事業 

(1) 生活安全協議会経費 

◆ 予算額  ２，５７４千円 

◆  事業開始 平成１４年度 

◆ 根 拠  品川区生活安全条例（平成１４年４月１日施行） 

         同条例施行規則（平成１４年４月1日施行） 

◆ 目 的  すべての区民が安心して生活を送ることができる地域社会の形成を目

指し、警察署等行政機関、防犯関係団体等と連携して、区民の生活の安全

に関する意識の高揚を図る。また、生活安全に関する事項について協議す

る品川区生活安全協議会を運営する。 

◆ 内 容 ① 生活安全協議会 

 防犯協会、町会、教育関係団体の代表者および警察、区の職員により

構成される協議会を開催して、区民が安心して生活するための現状と問

題点を把握し、生活安全に関する事項について協議する。 

② 品川区地域安全のつどい 

全国地域安全運動にあわせ、各防犯協会、各警察署および区が協力し

て地域安全のための啓発イベントを推進し、区民の防犯意識の高揚と防

犯思想の普及を図る。 

③ こども１１０ばんの家 

町会、青少年対策地区委員、PTA などの協力を得て、子どもたちが

身の危険や不安を感じたときに保護を求める場所を確保する。 

◆ 執行実績 ① 生活安全協議会 

令和２年 ２月３日（月） 品川区役所災害対策本部室 

② 品川区地域安全のつどい 

令和元年１０月３日（木） きゅりあん大ホール 

（内容）式典、寸劇、歌謡ショー 参加者約1,000人 

③ こども１１０ばんの家 

登録者１，６６６人 

Ⅶ 生活安全担当 
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(２) 生活安全活動費 

  ◆ 予算額  １５，０００千円 

◆  事業開始  平成１７年度 

◆ 根 拠  品川区生活安全条例（平成１４年４月１日施行） 

         同条例施行規則（平成１４年４月1日施行） 

◆ 目 的 ① 「品川区に住んで良かった」と思える「安全で安心して暮らせるまち

づくりをすすめていくため防犯啓発活動の充実を図る。 

      ② 「荏原町安全安心ステーション」を、生活安全サポート隊が立ち寄る

防犯拠点として活用するほか、地域住民で組織する安全推進委員が

滞在することで地域を見守り、安全安心なまちづくりを推進する。 

      ③  官民が連携して地域の防犯活動を実施することで、地域全体の防犯

意識を向上させる。また、区内で活躍するＰＲマスコット（着ぐる

み）と協定を結び、区内のイベント等で防犯活動をＰＲする際に区

の防犯マスコットである「しなぼう」と協同で参加することで、防

犯活動のＰＲ効果を高める。 

      ④  高齢者等に対する振り込め詐欺などの特殊詐欺被害を未然に防止す

るための対策として自動通話録音機を無償貸与し、誰もが安全で安

心な日常生活を実感できる社会の実現に寄与する。 

◆ 内 容 ① わんぱくパトロール 

          児童が青色回転灯付パトロール車に同乗して、子どもの目線でとらえ

た防犯広報活動を行うことにより、防犯の重要性を体験し自らの防犯

意識を向上させる。 

② 生活安全意識の啓発 

          区民の防犯意識を高めるため、各警察署、防犯協会および自主的防犯 

活動団体が実施するキャンペーン活動において、防犯啓発グッズを配

布。 

         ③ 荏原町安全安心ステーション 

「荏原町安全安心ステーション」に地元町会から推薦され区から委嘱

（令和元年４月１日）を受けた地域住民２２名で構成する「荏原町安

全推進員」が平日の昼間滞在し、地域の道案内や、落し物、緊急時の

警察への連絡等に対応する。そのほか、生活安全サポート隊、警察署

員が立ち寄る防犯拠点として活用する。 

                ④ 安全安心パトロール協定 

区内を配達等で巡回している企業と協定を結び、巡回中の車両やヘル
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メット等に防犯ステッカー、自転車前カゴ表示板などを付けて地域の

見守り活動に協力してもらう。ＰＲマスコット（着ぐるみ）の所有者

と協定を結び、防犯キャラクターとして認定してタスキを付与する。 

          区内で動物病院等を経営する事業者または区を窓口として、わんわん

パトロール事業への協力者登録を行った飼い主等が、犬の散歩を行う

に当たり、区内で安全や安心を脅かす状況を認知した場合において、

１１０番通報等への協力を行ってもらう。 

        ⑤ 区内在住で希望する高齢者（６５歳以上）に自動通話録音機を無償で

貸与する。広報、ホームページ等に掲載するほか、警察や消費者セン

ターとも連携してPRする。また、生活安全相談員を配置し、区民か

らの申請や相談を受け付ける。 

   ◆ 執行実績 ① わんぱくパトロール 

日時 令和元年７月２２日～７月２９日 

場所 参加児童の学区、生活圏を中心とした地域 

内容 区立小学校１０校の４～6年生、３４名 

生活安全パトロール体験、マイクを使った防犯広報 

歩きタバコ禁止の広報活動 

           （わんぱくパトロール隊入隊式および出発式 7月2２日） 

② 生活安全意識の啓発   

振り込め詐欺防止キャンペーン等のイベント時に、防犯のための啓

発グッズを配布 

         ③「荏原町安全安心ステーション」への滞在による地域見守り活動 

開設日数 ２43日 

開設時間 午前9時30分～１１時３０分、午後1時～5時 

〔荏原町安全安心ステーションの概要〕 

広さ  幅２．６メートル  奥行き３．２メートル 

設備  防犯カメラ・緊急通報システム・エアコン・流し台等 

その他 荏原町駅前公衆便所との合築 

         ④ 安全安心パトロール協定 

協定締結社数            ９社 

            配布ステッカー数       2,823枚 

              配布自転車前カゴ表示板数     100 枚 

              配布腕章数            100枚 

              わんわんパトロール締結事業者数   19事業者 

              わんわんパトロール登録者数   138名 

         ⑤ 自動通話録音機の無償貸与 

           貸与数             1,000台 
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(３) 生活安全サポート隊活動費

◆ 予算額  ２，９１２千円 

◆  事業開始  平成１５年度 

◆ 根 拠  品川区生活安全条例（平成１４年４月１日施行） 

         同条例施行規則 （平成１４年４月1日施行） 

         品川区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例 

                  （平成２７年７月１日施行） 

◆ 目 的  防犯知識の豊富な非常勤職員を専従配置し、警察署と連携した防犯広報

活動、地域のパトロールを行うことにより、住民の生活安全に関する意識

の啓発を行うとともに、児童見守りシステムの発報事案や不審者事案など

緊急時の対応にも機動力を発揮して現場調査を実施することにより住民

の体感治安の向上を目指す。また、街全体の環境を悪化させるおそれがあ

る迷惑な客引き行為等の防止を図る。さらに、不審者侵入防止機能のチェ

ックのため、定期的に学校を巡回し、教員、学校職員に対し指導する。 

◆ 内 容 ① 警察官ＯＢの非常勤職員１６名、青色回転灯付パトロール車５台の体

制で、７時３０分から２２時までの勤務とし、生活安全に関する各種活

動を推進する。 

      ② 品川区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例が平成

27年3月31日に公布されたことに伴い、悪質な客引き等を防止する

ため、繁華街を巡回する。 

◆ 執行実績  （巡回）住宅街、商店街のパトロール、児童の通学路警戒 ２,８８０回 

（３回×１６日×１２月×５台） 

わんぱくパトロールの実施支援      ９回（６日間） 

         （各種活動）防犯広報活動（巡回時に実施）       ２,８８０回 

児童見守りシステム緊急発報の対応     6回 
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 (４) 児童見守りシステム運営費

◆ 予算額  １７２，７２６千円 

◆  事業開始 平成１７年度 

◆ 根 拠  品川区生活安全条例（平成１４年４月１日施行） 

       同条例施行規則（平成１４年４月１日施行） 

◆ 目 的  品川区が独自開発した「児童見守りシステム（まもるっち）」（平成 30

年度より名称変更）を活用し、子どもたちの安全の確保を図るとともに、

地域の防犯ネットワークづくりを推進する。 

◆ 内 容 ① 「まもるっち」の運用 

全区立小学生および私立・国立小学校通学者のうち保護者が希望する

児童に対し、GPS 機能つき緊急通報装置「まもるっち」を貸与し、

緊急時の対応を行う。 

        ② 「まもるっちセンター」の運用 

区役所内に設置した「まもるっちセンター」において、通報への一

次対応を行う。通報内容を判断して、保護者・学校・生活安全サポ

ート隊・警察・協力者等に情報を伝え、必要な対応を実施する。 

③ 協力者ネットワークの維持 

協力者の募集、保険加入、協力者通信の発行による協力者意識の維

持・啓発等を行う。 

  ◆執行実績 ① まもるっち貸与数 １６，３１７名（令和元年度末現在） 

               （区立 １５，８９４名 私立・国立 ４２３名） 

協力者数     ２，０６１名（令和元年度末現在） 

② 発報件数     ５９，２２８件（令和元年度末現在） 

<学年別発報・取扱い件数>             （令和元年度末現在） 

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 総件数 

5,477 3,451 15,575 16,187 11,287 7,251 59,228 

<事由別発報・取扱い件数> 

緊急 誤報 複数受信 探査（児童・端末） 落し物 その他 総件数 

6 44,760 1,492 662 662 11,646 59,228 

<時間別発報・取扱い件数> 

～ 8：30 ～12：00 ～15：00 ～18：00 ～20：00 20：00 ～ 総件数 

7,278 5,394 15,426 22,656 5,425 3,049 59,228
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③「まもるっち教室」 

  区立小学校２７校で全２７回開催 

  （内容）警察署と連携し、セーフティ教室の一環として「まもるっち」

の使い方教室を開催。 

 (５)防犯活動団体支援  

◆ 予算額  ７４，４２９千円 

◆  事業開始  平成１７年度 

◆ 根 拠  品川区生活安全条例（平成１４年４月１日施行） 

       同条例施行規則（平成１４年４月１日施行） 

品川区防犯協会補助金交付要綱（昭和４０年９月３０日制定） 

品川区母の会補助金交付要綱（平成25年３月22日制定） 

品川区自主的防犯団体活動助成金交付要綱（平成２４年４月１日施行） 

品川区防犯設備事業整備補助金交付要綱 

品川区地域見守り活動事業に対する補助金交付要綱 

◆ 目 的  １．各防犯協会および母の会が実施する防犯対策の調査研究、防犯思想

の普及活動、青少年の健全育成等に要する経費の一部を補助する。 

       ２．我が町パトロール隊（平成１６年度開始）の再構築に伴い新たに誕

生した、地域における犯罪の発生を未然に防止するため自主的に防犯

パトロール活動を実施する団体（自主的防犯活動団体＂セーフティア

ップパトロール隊＂）に対して助成金を交付し、その活動を支援する。 

       ３．品川区が指定する「安全安心まちづくり推進地区」内において、地

域団体が連携して地域見守り活動を推進するにあたり、防犯設備等の

整備・維持管理や防犯装備品の購入に際し補助金を支出することによ

り自主防犯対策の向上を支援し、安全で安心して暮らすことのできる

まちづくりを目指す。 

◆ 内 容 

       １．各防犯協会および母の会が実施する区民が安全で安心に暮らせる地

域社会を形成するための事業に要する経費の一部を助成する。 

    ２．自主的防犯活動団体支援 

①自主的に防犯パトロール活動を実施する地域団体に対し、活動助

成を支給する。 

         ②青パトを運行する団体に対し、運行に必要な費用の一部を助成す

る。 
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  （支援内容） 

（１）団体「設立」支援   ２０万円／団体（設立時１回限り） 

（２）団体「運営」支援   １０万円／団体（３年に１度） 

（３）青パト「開始」支援   ２万円／団体（１回限り） 

（４）青パト「運営」支援   ２万円／団体（毎年申請可） 

３．防犯設備整備助成事業 

         ①犯罪発生状況や地域実態により配慮すべき事情を判断して、防犯

対策を効果的に進める必要がある地域を、安全安心まちづくり推

進地区に指定する。 

         ②推進地区内の地域団体が犯罪被害の防止のために防犯カメラ・防

犯灯・防犯ベルなどの機器を設置するにあたり、必要な管理運営

体制を構築することに協力する。 

         ③設置する防犯設備やパトロールに必要な装備品購入の費用の一部

助成を行う。 

         ④設置した防犯設備の維持管理に必要な費用の一部助成を行う。 

◆ 執行実績 １．防犯協会補助金・母の会補助金 

 協会名 交付額 

１ 品川防犯協会 ３２３，5００円 

２ 大井防犯協会 ３５５，6００円 

３ 大崎防犯協会 ３１４，４００円 

４ 荏原防犯協会 ３７４，５００円 

５ 東京湾岸防犯協会 ８２，０００円 

６ 品川母の会 １００，０００円 

７ 大井母の会 １００，０００円 

８ 大崎母の会 １００，０００円 

９ 荏原母の会 １００，０００円 

 計 １，８５０，０００円 

          平成２０年４月１日から東京水上警察署が東京湾岸警察署として江東

区に移転したことに伴い、大井防犯協会が八潮地区を担当。国政調査（平

成２７年）値に更新したため、加算率の変更あり。 

２．自主的防犯活動団体支援 

自主的防犯活動団体（１９団体５７０名）が防犯活動を実施。各団体ご

とに月２回～３回、自主的に地域の防犯パトロール等を実施している。 
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３．防犯設備整備助成事業 

         防犯カメラの設置助成  

平成17年～令和元年度の総設置団体数 １５８団体 

（１１２町会、４３商店街、３ＰＴＡ） 

平成17年～令和元年度の総設置台数  １，１２１台（延台数） 

年度 設置団体 設置台数 適用事業 

令和元年度 

西品川新生会 
小山一丁目町会 
西五反田谷山会 
御殿山町会 
二葉三丁目町会 
西大井六丁目町会 
中丸親和町会 
中延商店街振興組合 
旗の台二丁目町会 
中延五丁目町会 
旗の台四丁目町会 
鮫洲北町会 
品川尚和会 
協力睦会 
中延駅前通り商店会（東中三町会） 
西五反田四丁目町会 
夕陽会 
西五反田六丁目町会 
中延六丁目町会 
西品川二丁目会 
不動前駅通り商店街振興組合 
八潮4号棟自治会 
西五反田一・二・三町会 
二葉中央商店会 
共栄会商店街 
京栄会 
ゆたか商店会 

2 
8 
1 
7 
4 
8 
10 
16 
20 
7 
4 
2 
1 
1 
9 
3 
1 
7 
1 
4 
10 
3 
22 
1 
4 
3 
5 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

地域見守り 

防犯設備 

防犯設備 

防犯設備 

防犯設備 

合 計 164  

※補助率 地域見守り活動事業（町会）   

11/12（東京都1/ 2 、品川区5/12） ※新規 

5 / 6 （東京都1/ 2 、品川区1/ 3 ） ※更新 

防犯設備整備事業 （商店街） 

5 / 6 （東京都1/ 3 、品川区1/2）  ※新規 

2 / 3 （東京都1/ 3 、品川区1/3）  ※更新 

       防犯カメラの維持管理費の助成団体数 90団体（78町会、12商店街） 
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２ 歩行喫煙防止推進事業 

◆ 予算額  １１２，４７０千円 

◆  事業開始 平成１５年度 

◆ 根 拠  品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例

（平成１５年１０月１日施行） 

同条例施行規則（平成１５年１０月１日施行） 

◆ 目 的  歩行中の喫煙および吸い殻･空き缶等の投げ捨てを防止し、区民の良好

な生活環境を保全する。 

         特に通勤・通学などの人の往来が多く、歩行喫煙による危険や迷惑が生

じるおそれがある地区を路上喫煙禁止地区に指定し、巡回指導することに

より、快適で住みよい地域社会の形成に寄与する。 

◆ 内 容  ① 区内全域の歩行喫煙、吸い殻・空き缶等の投げ捨ての抑止 

道路・公園など公共の場所での歩行喫煙、吸い殻・空き缶等の投げ捨

てをしないよう啓発する。 

② 路上喫煙禁止・地域美化推進地区の指定 

大井町、五反田、青物横丁、武蔵小山、大崎の各駅周辺地区を指定し

て、道路上で喫煙する行為、吸い殻・空き缶等を投げ捨てる行為を禁止

し、違反者に対し、過料（千円）を適用する。 

③ 喫煙所の管理 

マナーを守る喫煙者の立場に配意して、指定地区内に喫煙所を設置し、

維持管理を行う。 

◆ 執行実績 ① 啓発用表示物の設置 

路面表示シート        ２４６枚 

蛍光横断幕           ７２枚 

② 吸い殻入れの維持管理・清掃 

大井町３箇所、大崎３箇所、五反田１箇所、西大井１箇所 

③ 指導・過料処分 

「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」において、巡回指導員による

啓発指導および生活安全サポート隊員による過料処分を実施した。

路上喫煙禁止地区における違反者への過料適用  108回 
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<指導・過料件数実績表> 

過料は内数 

④ 喫煙マナーアップ啓発事業 

  「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」および地区外にある鉄道駅（20

駅）周辺において、シルバー人材センターに委託し定期的（平日）に巡

回指導と美化活動を実施し、喫煙者のマナーアップを図った。 

 大井町 青物横丁 五反田 武蔵小山 大崎 合 計 

  過料  過料  過料  過料  過料  過料 

２7

年度

1,212 8 19 0 3,851 8 343 0 179 1 5,604 17

２８

年度

776 ８ 17 ０ 3,293 ７ 257 ０ 122 １ 4,465 16

２9

年度

866 45 48 7 1,315 62 205 16 239 51 2,673 181

３０

年度

329 21 80 5 992 47 159 1 301 27 1,861 101

元 

年度

192 22 76 3 999 59 110 6 278 15 1655 105



地域センター名 建設年月日 開設年月日 土地面積 施　設　規　模 区　民　集　会　所 事務室 職員 駐車場・駐輪場 EV 備考

品川第一地域センター Ｈ11.7改修 S44・4・１ 1109㎡ １F/248.4㎡　　2F/289.9㎡　 ①117.7㎡(90名）　　②87.3㎡(60名） 165.6㎡ 9 車1台・輪7台 有 衛生試験所・シルバー

③18畳-49.7㎡(30名） 人材センター併設

品川第二地域センター Ｓ53・6・23 Ｓ53・7・3 735.64㎡ １F/302.59㎡　　2F/274.64㎡　①104㎡(75名）　　②32.5㎡(24名） 119.75㎡ 6 車3台・輪20台 有

③24畳-45.5㎡(40名）

大崎第一地域センター H15･12･26 H16･1･5 1212.25㎡ 1F/988.75㎡ ①94㎡(75名）　　②78.5㎡(50名）　 331.22㎡ 12 － 西五反田高齢者複合

（第3･4集会室　　80.5㎡） ③42㎡(18名）　　④38.5㎡（30名） 施設内

A棟（第5･6集会室　　143㎡） ⑤69㎡(45名）　　⑥74㎡（45名）

大崎第二地域センター Ｈ21・7・16 Ｈ21・11・1 295.71㎡ 1F/295.71㎡　　２F/303.41㎡　　　①33㎡(24名）　　②77㎡(66名）　 128㎡ 7 輪21台 有 大崎ウエストシティタワーズ内

③39㎡(24名）

大井第一地域センター S51・１・31 S51・5・24 1375.54㎡ 1F/215.16㎡ 　 155㎡ 10 車2台・輪25台 有 南大井文化センター内

大井第二地域センター S59・12・14 S60・1・14 694.986㎡ B1F/216.411㎡ １F/461.208㎡①42㎡(30名）　　②50㎡(45名） 113.162 6 　 有 大井保健センター・

２F/488.924㎡　３F/316.708㎡③20畳-47.53㎡(30名） ｸﾞﾙｰﾌﾟ室18㎡ ㎡ 防災備蓄倉庫併設

大井第三地域センター S55・6・28 S55・7・21 505.57㎡ １F/246.25㎡　　2F/240㎡　 ①99.9㎡(90名）　　②30.795㎡(25名） 102㎡ 7 車2台・輪兼用 有 　

③18畳ｰ44.956㎡(25名）

荏原第一地域センター S55・3・10 S55・3・31 283.6㎡ B1F/0.7㎡　　１F/47.39㎡ ①143.75㎡(90名）　　②50.05㎡(24名） 166.88㎡ 10 輪20台 有 武蔵小山ビル2F

２F/826.52㎡　　 ③32畳ｰ82.5㎡(50名）

荏原第二地域センター S62・4・9 S62・4・20 686.907㎡ １F/365.373㎡　2F/341.878㎡　①79㎡(60名）　　②69㎡(50名） 142.5㎡ 6 車3台・輪15台 有 荏原第二職員待機寮

③14畳ｰ52㎡(14名） 併設

荏原第三地域センター Ｈ24・8・3 Ｈ24・8・6 448.03㎡ １F/226.50㎡　　2F/227.98㎡　①93㎡(62名）　　②60㎡(48名）　　 70.24㎡ 7 車1台・輪25台 有

3F/168.35㎡　　4F/114.90㎡ ③33㎡(20名）　　④27畳ｰ58㎡(40名）

荏原第四地域センター S57・6・2 S57・6・14 395.37㎡ １F/220.87㎡　　2F/224.58㎡　①57㎡(40名）　　②45㎡(30名） 134.32㎡ 11 輪10台 有 荏原備蓄倉庫併設

3F/206.99㎡ ③14畳ｰ36㎡(20名）④35㎡（20名）

荏原第五地域センター Ｈ24・8・28 Ｈ24・9・3 666.67㎡ １F/384.71㎡　　2F/371.37㎡　①130㎡(100名） ②29㎡(20名） ③64㎡（40名） 124㎡ 6 輪60台 有

3F/371.37㎡ ④30畳-50㎡(45名）　⑤29㎡(20名） 車（身障者1台）

地域センター・区民集会所施設現況一覧（１） 令和2年4月1日現在

豊葉の杜学園・二葉すこ
やか園併設

車：駐車場　　輪：駐輪場　　EV:エレベータ

-
7
7
-



地域センター名 建設年月日 開設年月日 土地面積 施　設　規　模 区　民　集　会　所 事務室 職員 駐車場 EV 備考

八潮地域センター S58・3 S58・3・16 4432.17㎡ B1F/406.6㎡　　１F/878.58㎡ Ｂ1F　音楽室63.392㎡(40名）　　 142.94㎡ 10 車7台・輪40台 有 南棟(八潮図書館・八潮

　 　 　 　 ２F/733.02㎡　　 1Ｆ　　製作室40.365㎡(15名）　 　 　 　 　 児童センター）併設

　　 美術工芸室60.0825㎡(30名）

　　　 広間73.5㎡(40名）　

　　　 和室27.9753㎡(10名）

２Ｆ　　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾎｰﾙ156.3㎡(110名）　

　　　　講習室47.3921㎡(30名）　

         講習室46.9636㎡(30名）

     　  講習室72.78㎡(50名）

　　　　料理講習室64.8㎡(20名）　　

         和室59.265㎡(30名）

東大井区民集会所 H2.5.9 H2.6.1 603.03㎡ １F/306.04㎡　　2F/299.69㎡　①30.1㎡(18名）　②15畳ｰ26.2㎡(18名）　　 18.86㎡ 3 　 有 大井第一地区コミュニティ

 ③142.8㎡(96名）　④15畳ｰ25.5㎡(18名) 運営委員会に運営委託

⑤29.1㎡(16名）　⑥12.5畳ｰ21.6㎡(16名)

荏原区民センター Ｓ62.5 S62・6・1 1162.04㎡ B1F/60.75㎡　　１F/395.46㎡ 1Ｆ 図書室　106.35㎡ 14.18㎡ 3 　 有 荏原区民センター

　　会議室23.13㎡(12名）

２F/392.1㎡　　3Ｆ/60.75㎡ 　　会議室25.49㎡(12名）　 運営委員会に運営委託

　　和室22.07㎡(22名)

　　和室38.28㎡(22名）

　 　 　 　 　 ２Ｆ　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾎｰﾙ188.4㎡(120名） 　 　 　 　  

       集会室71.64㎡(50名）　

車：駐車場　　輪：駐輪場　　EV:エレベータ

地域センター・区民集会所施設現況一覧（２） 令和2年4月1日現在

-
7
8
-



（単位：件）　　（令和２年４月１日現在）

所属
品川
第一

品川
第二

大崎
第一

大崎
第二

大井
第一

大井
第二

大井
第三

荏原
第一

荏原
第二

荏原
第三

荏原
第四

荏原
第五

八　潮 計

職員数 10 7 13 8 10 6 7 11 6 7 10 6 8 109

世帯数 16,757 18,402 31,842 14,556 31,898 13,148 11,906 17,067 12,466 22,807 19,067 11,624 5,853 227,393

所轄人口 30,583 35,032 54,253 26,164 56,326 23,427 23,102 29,808 22,298 38,633 32,747 20,513 11,937 404,823

町会数 16 13 32 11 21 8 7 14 11 16 14 10 28 201

転入届 1,366 2,843 1,239 2,100 1,301 298 9,147

転出届 1,009 2,584 895 1,808 1,179 297 7,772

転居届 506 889 316 844 478 155 3,188

その他
住基諸届

156 398 86 348 135 46 1,169

資格異動
国保、介護

1,025 3,270 1,238 3,116 1,652 517 10,818

資格異動・
年金

252 751 219 661 390 105 2,378

転入学 89 109 27 131 31 36 423

住基届出
期間経過

23 52 13 33 27 0 148

小計 4,426 0 10,896 0 4,033 0 0 9,041 0 0 5,193 0 1,454 35,043

印鑑登録・変
更

1,193 2,303 800 1,666 1,038 348 7,348

印鑑証明 5,508 2,603 10,641 5,040 4,623 1,170 2,014 7,044 2,769 3,346 5,817 1,466 2,267 54,308

住民票写 8,455 3,159 14,640 7,002 7,338 1,145 2,259 10,570 2,980 4,207 8,679 1,516 4,643 76,593

記載事項
証明

204 143 358 237 261 61 114 309 165 201 328 95 129 2,605

不在住証明 2 3 2 3 0 1 0 3 6 2 3 0 0 25

戸籍附票 70 39 134 65 70 24 20 67 41 46 90 23 19 708

広域交付 61 134 82 39 31 650 997

小計 15,493 5,947 28,212 12,347 13,174 2,401 4,407 19,698 5,961 7,802 15,986 3,100 8,056 142,584

全部証明 1,082 637 1,889 1,461 1,163 314 573 1,783 757 972 1,933 434 529 13,527

個人証明 320 230 385 331 297 57 148 345 159 221 461 136 155 3,245

身分証明 72 33 98 87 97 16 34 80 36 56 90 14 27 740

不在籍証明 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 10

平成改製
戸籍等

101 76 181 70 131 49 48 236 100 121 194 54 34 1,395

小計 1,575 979 2,553 1,949 1,688 437 803 2,447 1,052 1,371 2,678 638 747 18,917

個
人
番
号

通知カード
（再交付）

57 213 38 196 65 7 576

税
課税・納税
証明

3755 1492 4199 2687 2494 908 994 3058 1029 1532 2348 526 3928 28,950

都区民税 155 170 281 115 226 55 53 424 166 127 433 41 207 2,453

軽自動車税 11 7 5 3 19 2 4 16 9 4 13 1 34 128

国保保険料 250 198 445 99 298 58 68 586 105 180 537 32 585 3,441

介護保険料 118 66 125 27 121 19 25 337 126 65 200 17 231 1,477

後期高齢者
医療保険料

124 87 207 45 167 24 55 279 106 84 253 40 268 1,739

畜犬関係 270 305 886 352 509 190 454 348 205 284 560 147 92 4,602

区民集会所等 1469 1766 2963 1698 0 2022 1404 1901 1908 2534 1869 4597 6571 30,702

小計 2,397 2,599 4,912 2,339 1,340 2,370 2,063 3,891 2,625 3,278 3,865 4,875 7,988 44,542

有償刊行物 0 1 15 2 1 7 0 7 6 10 1 0 3 53

母子健康
手帳

17 409 154 241 235 79 1,135

車椅子貸出 16 32 8 0 15 13 24 41 51 0 31 8 28 267

小計 33 33 432 2 170 20 24 289 57 10 267 8 110 1,455

27,736 11,050 51,417 19,324 22,937 6,136 8,291 38,620 10,724 13,993 30,402 9,147 22,290 272,067

（地域活動課）

戸
籍
証
明

収
納
金

そ
の
他

合  計

令和元年度　地域センター別窓口概要一覧表

世
帯
数
等

諸
届

住
基
諸
証
明
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（件数単位：件、金額単位：円）　　　　（令和２年４月１日現在）

件数 155 11 250 118 124 270 928

金額 5,273,230 25,827 4,730,897 514,580 1,724,000 344,080 12,612,614

件数 170 7 198 66 87 305 833

金額 6,288,048 35,300 3,580,941 420,290 453,300 390,720 11,168,599

件数 281 5 445 125 207 886 1,949

金額 19,338,100 26,900 13,793,839 777,890 3,414,900 1,046,390 38,398,019

件数 115 3 99 27 45 352 641

金額 8,564,050 7,600 2,925,148 116,320 785,300 311,690 12,710,108

件数 226 19 298 121 167 509 1,340

金額 12,952,354 74,900 8,790,630 669,910 1,134,100 399,800 24,021,694

件数 55 2 58 19 24 190 348

金額 1,913,923 4,800 1,377,617 140,840 286,200 254,790 3,978,170

件数 53 4 68 25 55 454 659

金額 3,216,300 22,400 1,887,351 121,800 830,100 254,790 6,332,741

件数 424 16 586 337 279 348 1,990

金額 15,052,173 60,800 11,807,500 2,100,380 3,304,900 434,790 32,760,543

件数 166 9 105 126 106 205 717

金額 7,126,180 22,400 2,546,456 729,780 1,618,700 236,650 12,280,166

件数 127 4 180 65 84 284 744

金額 20,689,424 14,000 5,353,828 412,070 1,116,000 307,190 27,892,512

件数 433 13 537 200 253 560 1,996

金額 20,689,424 48,600 11,941,349 1,102,685 3,052,000 586,180 37,420,238

件数 41 1 32 17 40 147 278

金額 786,600 2,400 792,598 104,760 307,600 168,350 2,162,308

件数 207 34 585 231 268 92 1,417

金額 5,888,200 116,700 12,350,307 1,336,770 1,336,770 115,700 21,144,447

合計数 2,453 128 3,441 1,477 1,739 4,602 13,840

合計額 127,778,006 462,627 81,878,461 8,548,075 19,363,870 4,851,120 242,882,159

（地域活動課）

荏原
第四

荏原
第五

八潮

計

大井
第一

大井
第二

計

品川
第一

品川
第二

介護保険料 畜犬関係国保保険料

大崎
第一

令和元年度　地域センター別収納金一覧（１）

荏原
第一

荏原
第二

荏原
第三

後期高齢者
保険料

大崎
第二

都区民税
軽自動車
税

大井
第三
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件数 金額 件数 金額 件数 金額 有料 減額 免除 金額 件数 金額

品川
第一

0 0 0 0 0 0 389 405 691 995,530 1,485 995,530

品川
第二

0 0 0 0 1 100 231 505 866 727,500 1,603 727,600

大崎
第一

0 0 0 0 15 1,500 950 1,231 915 2,939,945 3,111 2,941,445

大崎
第二

1 200 0 0 1 100 516 945 739 1,576,075 2,202 1,576,375

大井
第一

1 200 0 0 0 0 131 889 941 999,375 1,962 999,575

大井
第二

0 0 0 0 7 700 114 514 965 421,010 1,600 421,710

大井
第三

0 0 0 0 0 0 50 313 546 253,625 909 253,625

荏原
第一

3 600 0 0 4 400 150 868 707 1,178,525 1,732 1,179,525

荏原
第二

2 400 1 700 3 300 69 425 1,192 332,300 1,692 333,700

荏原
第三

1 200 0 0 9 900 203 659 942 846,195 1,814 847,295

荏原
第四

0 0 0 0 1 100 303 634 942 679,375 1,880 679,475

荏原
第五

0 0 0 0 0 0 698 1,200 1,960 1,733,220 3,858 1,733,220

八潮 0 0 0 0 3 300 191 1,326 2,412 1,418,660 3,932 1,418,960

荏原
区民

－ － － － － － 757 1,096 1,497 1,513,650 3,350 1,513,650

計 8 1,600 1 700 44 4,400 4,752 11,010 15,315 15,614,985 31,130 15,621,685

※大井第一の区民集会所件数は東大井区民集会所の数値。

令和元年度　地域センター別収納金一覧（２）

広報 庶務 健康

金額：単位　円

有償刊行物
区　民　集　会　所 計
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時間

種別 有料 減額 免除 計 利用率 有料 減額 免除 計 利用率 有料 減額 免除 計 利用率 有料 減額 免除 計 利用率

品1 84 162 347 593 59.4% 142 149 450 741 74.2% 124 149 281 554 63.0% 350 460 1,078 1,888 65.6%

品2 49 142 359 550 54.8% 108 182 399 689 66.6% 71 185 331 587 56.7% 228 509 1,089 1,826 59.4%

崎1 409 346 612 1,367 65.7% 433 428 759 1,620 77.8% 310 522 417 1,249 71.9% 1,152 1,296 1,788 4,236 71.8%

崎2 92 314 427 833 82.1% 244 266 383 893 86.5% 230 391 225 846 81.6% 566 971 1,035 2,572 83.4%

東大井 27 315 387 729 35.0% 39 449 433 921 44.2% 53 478 84 615 36.2% 119 1,242 904 2,265 38.6%

井2 33 227 393 653 73.6% 60 166 582 808 86.9% 38 154 285 477 60.7% 131 547 1,260 1,938 74.5%

井3 16 171 237 424 51.3% 43 97 266 406 48.6% 15 63 202 280 39.5% 74 331 705 1,110 46.8%

荏1 41 356 293 690 67.0% 76 310 334 720 69.6% 63 318 236 617 71.2% 180 984 863 2,027 69.2%

荏2 14 122 590 726 72.0% 20 208 436 664 65.4% 8 177 305 490 57.7% 42 507 1,331 1,880 65.4%

荏3 62 206 485 753 53.2% 75 261 615 951 67.2% 56 236 337 629 54.4% 193 703 1,437 2,333 58.5%

荏4 84 257 314 655 47.6% 105 222 567 894 64.6% 78 180 285 543 47.0% 267 659 1,166 2,092 53.5%

荏5 96 399 744 1,239 71.5% 135 339 869 1,343 77.4% 218 430 460 1,108 63.9% 449 1,168 2,073 3,690 70.9%

八潮 29 549 801 1,379 49.8% 36 510 1,105 1,651 59.3% 17 366 985 1,368 42.4% 82 1,425 2,891 4,398 50.1%

荏原区民 200 366 495 1,061 51.0% 313 293 571 1,177 56.5% 244 437 431 1,112 66.7% 757 1,096 1,497 3,350 57.4%

計 1,236 3,932 6,484 11,652 57.4% 1,829 3,880 7,769 13,478 65.9% 1,525 4,086 4,864 10,475 56.5% 4,590 11,898 19,117 35,605 60.1%

令和元年度　区民集会所利用状況

利用件数

単位：件

午前 午後 夜間 計

-
8
2
-























































３. 商業・ものづくり課
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